
〈
研
　
　
究
V戦

後
の
日
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
小
企
業
法
制
の
変
遷
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
1
企
業
集
申
の
実
態
分
析
と
か
ら
め
て
ー
1

丸
　
山

稔

　
　
　
　
目
　
　
次

序
章

　
一
、
経
済
構
造
に
お
け
る
中
小
企
業
の
地
位
　
二
、
産
業
構
造
改
善
政
策
　
三
、
問
題
意
識
と
考
察
方
法

第
一
章
第
一
期
（
戦
後
か
ら
昭
和
三
〇
年
ま
で
）
　
（
以
上
本
号
掲
載
）

　
一
、
背
景
の
特
色
　
二
、
経
済
民
主
化
・
産
業
（
企
業
）
合
理
化
政
策
と
中
小
企
業
法
制
　
三
、
企
業
集
中
の
実
態
分
析

第
二
章
　
第
二
期
（
昭
和
三
一
年
か
ら
三
四
年
ま
で
）

　
一
、
背
景
の
特
色
　
二
、
産
業
構
造
合
理
化
政
策
と
中
小
企
業
法
綱
　
三
、
企
業
集
中
の
実
態
分
析

第
三
章
第
三
期
（
昭
和
三
五
年
か
ら
三
七
年
ま
で
）

　
一
、
背
景
の
特
色
　
二
、
産
業
構
造
高
度
化
政
策
と
中
小
企
業
法
制
　
三
、
企
業
集
中
の
実
態
分
析

　
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
中
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
H
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
東
洋
法
学

第
四
章
　
第
四
期
（
昭
和
三
八
年
か
ら
四
一
年
ま
で
）

　
一
、
背
景
の
特
色
　
二
、
産
業
構
造
高
度
化
政
策
と
中
小
企
業
法
制

第
五
章
　
第
五
期
（
昭
和
四
二
年
以
降
）

　
一
、
背
景
の
特
色
　
二
、
産
業
構
造
改
善
政
策
と
中
小
企
業
法
制

終
章

　
一
．
結
論
　
二
．
今
後
の
課
題

三
、
企
業
集
中
の
実
態
分
析

三
、
企
業
集
中
の
実
態
分
析

四
〇

序
　
章

醐
㎏

経
済
構
造
に
お
け
る
串
小
企
業
の
地
位

　
独
占
資
本
主
義
段
階
に
至
る
と
．
資
本
の
運
動
法
則
に
従
っ
て
、
資
本
の
集
串
．
企
業
の
集
中
、
規
模
の
大
型
化
に
よ
り
．
独
占
体
・

支
配
的
資
本
が
成
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
独
占
体
・
支
配
的
資
本
と
非
独
占
体
・
従
属
者
と
の
間
に
、
経
済
的
な
支
配
従
属
関
係
が
形
成

さ
れ
、
独
占
体
・
支
配
的
資
本
を
中
心
と
す
る
支
配
体
制
が
確
立
さ
れ
る
に
至
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）

　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
従
属
関
係
を
規
制
す
る
法
と
し
て
経
済
法
が
生
成
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
中
核
的
な
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
、
独
占
禁
止
法
が
制
定
き
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
経
済
法
は
、
経
済
的
支
酎
者
・
強
者
と
し
て
の
経
済
主
体
と
経
済
的
従
属
者

・
弱
者
と
し
て
の
経
済
主
体
と
の
支
配
従
属
関
係
を
実
質
的
に
対
等
・
平
等
の
関
係
に
回
復
す
る
こ
と
を
企
園
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

意
昧
で
、
社
会
法
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
申
小
企
業
は
、
そ
の
規
模
の
過
小
性
に
起
因
し
て
、
経
済
力
の
弱
さ
、
資
本
調
達
力
の
弱
さ
、
技
術
力
の
弱
さ
、
取
引
力

の
弱
さ
等
総
合
的
な
企
業
力
の
弱
さ
が
現
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
支
配
的
資
本
・
大
企
業
と
の
間
に
、
賃
金
・
生
産
性
等
の
格
差
が
生
じ
、

経
済
構
造
の
底
辺
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
申
小
企
業
は
、
取
引
関
係
に
お
い
て
、
支
配
的
資
本
・
大
企
業
に
対
し
て
、
従

属
的
地
位
に
立
つ
こ
と
と
な
り
、
支
配
的
資
本
・
大
企
業
の
収
奪
の
対
象
と
な
る
。
し
か
も
、
わ
が
国
の
中
小
企
業
に
特
徴
的
な
過
小
過

多
性
と
、
こ
れ
に
加
え
て
、
取
引
関
係
に
お
け
る
そ
の
経
済
的
従
属
性
が
起
因
し
て
、
中
小
企
業
間
に
は
、
過
当
競
争
が
生
じ
、
し
か

も
、
恒
常
化
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
過
当
競
争
に
循
環
的
な
い
し
は
構
造
的
な
不
況
要
因
が
加
わ
っ
て
、
中
小
企
業
の
倒
産
が
激
増
す
る

傾
向
が
生
ず
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
弱
者
と
し
て
の
申
小
企
業
が
、
そ
の
生
存
権
的
な
基
本
権
と
し
て
の
対
等
取
引
権
・
平
等
権
の
具
現
化

で
あ
る
組
織
化
の
権
利
を
確
保
し
、
中
小
企
業
間
の
過
当
競
争
の
防
止
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
的
資
本
・
大
企
業
と
の
対
抗
（
取

引
・
競
争
）
関
係
に
お
い
て
、
実
質
的
な
対
等
取
引
・
平
等
を
確
保
し
、
有
効
な
取
引
単
位
・
競
争
単
位
と
し
て
の
地
位
を
回
復
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
を
目
的
と
し
て
、
中
小
企
業
法
が
制
定
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
中
小
企
業
法
は
独
禁
法
を
積
極

的
に
支
え
る
も
の
と
し
て
評
価
し
て
よ
く
、
独
禁
法
第
二
四
条
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
弱
者
と
し
て
の
申
小
企
業
の
支
配
的

資
本
・
大
企
業
に
対
す
る
実
質
的
な
対
等
取
引
・
平
等
を
確
保
す
る
た
め
の
組
織
化
権
を
独
禁
法
を
支
え
る
具
体
的
な
実
定
法
上
の
権
利

と
し
て
保
障
し
た
わ
け
で
あ
る
（
同
条
参
照
）
。
　
な
お
、
中
小
企
業
法
は
、
右
に
見
た
意
味
で
、
経
済
法
の
範
躊
に
入
る
も
の
で
あ
り
、

更
に
中
小
企
業
法
は
、
弱
者
保
護
の
思
想
に
基
づ
き
、
実
質
的
に
経
済
的
に
従
属
的
地
位
に
あ
る
中
小
企
業
を
対
等
・
平
等
の
地
位
に
回

　
　
　
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
申
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
e
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復
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
社
会
法
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
経
済
的
弱
者
と
し
て
の
中
小
企
業
が
、
支
配
的
資
本
・
大
企
業
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
、
実
質
的
な
対
等
取
引
・
平
等

を
確
保
す
る
た
め
の
具
体
的
な
、
有
効
且
つ
基
本
的
な
方
策
と
し
て
、
一
般
に
、
企
業
規
模
の
拡
大
、
企
業
集
中
化
（
①
合
併
・
共
岡
出

資
に
よ
る
会
社
設
立
等
の
企
業
合
同
、
②
組
織
化
に
よ
る
共
同
行
為
糞
カ
ル
テ
ル
・
共
同
化
・
協
業
化
）
が
具
体
的
な
権
利
と
し
て
法
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
§
）

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
申
小
企
業
、
と
り
わ
け
零
細
企
業
の
場
合
に
は
、
企
業
合
同
の
推
進
に
は
自
ら
限
界
が
あ
る
の
で
．
組
織
化

（
鐵
主
的
な
組
織
花
）
の
推
進
が
よ
り
基
本
的
な
方
策
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
先
ほ
ど
、
経
済
的
弱
者
と
し
て
の
申
小
企
業
が
支
配
的
資
本
・
大
企
業
に
対
し
て
実
質
的
に
対
等
取
引
・
平
等
を
確
保
す
る
た
め
の
具

体
的
な
権
利
と
し
て
、
組
織
化
の
み
を
掲
げ
て
、
合
併
等
の
企
業
合
同
を
掲
げ
な
か
ウ
た
の
は
、
右
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
．

　
も
っ
と
も
．
こ
の
よ
う
な
経
済
的
弱
者
と
し
て
の
申
小
企
業
の
規
模
の
拡
大
、
企
業
集
中
化
は
．
一
定
の
枠
内
で
．
そ
の
生
存
権
的
な

基
本
権
と
し
て
の
対
等
取
引
権
を
確
保
す
る
た
め
の
具
体
的
な
権
利
の
行
使
と
し
て
、
独
禁
法
第
三
条
（
私
的
独
占
と
不
当
な
取
引
制
限

の
禁
止
）
に
該
当
し
な
い
行
為
と
し
て
評
緬
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
経
済
構
造
、
取
引
関
係
に
お
け
る
中
小
企
業
の
地
位

の
二
面
性
（
申
小
企
業
は
．
一
方
で
、
大
企
業
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
は
、
従
属
的
地
位
に
立
ち
、
他
方
、
自
己
よ
り
下
位
に
あ
る
経

済
的
弱
者
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
は
、
支
配
的
地
位
に
立
つ
）
に
起
因
し
て
、
中
小
企
業
が
大
企
業
に
よ
る
蚊
奪
の
し
わ
よ
せ
を
更
に

下
位
に
あ
る
他
の
経
済
的
弱
者
（
例
え
ば
、
下
講
の
場
合
に
お
け
る
二
次
、
三
次
下
講
、
一
般
消
費
者
等
）
へ
転
嫁
す
る
た
め
経
済
的
な

優
越
的
地
位
を
確
立
し
な
い
し
は
市
場
支
配
力
を
形
成
す
る
に
至
る
よ
う
な
規
模
の
拡
大
、
企
業
集
中
化
は
論
理
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き

　
　
（
7
）

で
は
な
く
、
従
っ
て
独
禁
法
の
規
制
の
対
象
と
な
る
。



　
と
こ
ろ
で
、
産
業
構
造
の
変
化
や
そ
れ
を
強
く
推
進
す
る
要
因
と
な
る
内
外
経
済
環
境
の
変
化
、
す
な
わ
ち
、
労
働
力
需
給
の
ひ
っ
迫

と
こ
れ
に
伴
う
賃
金
の
上
昇
、
技
術
革
新
の
進
展
、
消
費
革
命
、
流
通
機
構
の
変
化
等
内
的
経
済
環
境
の
変
化
お
よ
び
貿
易
為
替
の
自
由

化
、
資
本
自
由
化
、
発
展
途
上
国
の
追
い
上
げ
、
特
恵
関
税
供
与
の
実
施
等
の
外
的
経
済
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
、
産
業
構
造
改
善
政

策
が
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
、
産
業
構
造
の
改
善
と
中
小
企
業
の
規
模
の
拡
大
、
企
業
集
申
と
の
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お

こ
う
。（i）註（2）（31（41

経
済
法
の
概
念
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
定
説
と
お
ぼ
し
き
も
の
は
見
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
は
、
正
田
教
授
の
所
説
に
依
拠
し

て
、
経
済
法
を
「
独
占
資
本
主
義
段
階
に
固
有
な
独
占
体
を
中
心
と
す
る
経
済
的
従
属
関
係
を
規
制
す
る
法
」
と
し
て
把
え
て
お
く
こ
と
と
す

る
（
正
田
彬
、
経
済
法
（
日
本
評
論
社
）
三
七
頁
）
。

現
在
の
わ
が
国
で
は
、
独
禁
法
を
経
済
法
の
中
核
的
な
も
の
と
し
て
把
え
る
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
異
議
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
経
済
法
の
概
念

規
定
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
と
し
て
、
独
禁
法
が
経
済
的
従
属
関
係
を
規
制
す
る
法
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
は
今
日
の
通
説
と
い
え
よ
う

（
正
田
彬
、
経
済
法
（
日
本
評
論
社
）
一
三
四
～
五
頁
。
峯
村
・
正
田
、
私
的
独
占
禁
止
法
（
日
本
評
論
新
社
）
三
〇
頁
。
丹
宗
昭
信
「
経
済

法
（
学
）
の
独
自
性
」
学
会
誌
経
済
法
一
号
一
二
頁
。
今
村
成
和
、
独
占
禁
止
法
（
法
律
学
全
集
）
一
〇
頁
。
寓
山
康
吉
、
現
代
資
本
主
義
と

法
の
理
論
（
法
律
文
化
社
）
二
三
五
頁
。

正
田
彬
、
経
済
法
（
日
本
評
論
社
）
三
九
～
四
〇
頁
。
峯
村
光
郎
、
経
済
法
の
基
本
問
題
（
慶
大
法
研
叢
書
）
一
七
九
頁
。
丹
宗
昭
信
「
経
済

統
制
」
行
政
法
講
座
第
六
巻
（
有
斐
閣
）
一
八
七
頁
。
富
山
康
吉
、
現
代
資
本
主
義
と
法
の
理
論
（
法
律
文
化
社
）
二
三
四
頁
。

正
田
彬
「
産
業
体
制
の
再
編
成
」
日
本
経
済
の
現
状
と
課
題
第
四
集
二
二
九
、
一
四
〇
、
一
四
六
頁
、
正
田
彬
「
独
占
禁
止
法
制
の
変
質
過

程
」
法
律
時
報
一
九
六
七
年
五
月
号
二
〇
頁
、
正
田
彬
「
資
本
取
引
の
自
由
化
と
経
済
法
制
の
在
り
方
」
経
営
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
季
刊
一
号
二

戦
後
の
日
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
申
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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四
四

一
頁
、
正
田
彬
「
中
小
企
業
の
共
同
行
為
と
独
占
禁
止
法
」
学
会
誌
経
済
法
六
号
九
、
一
〇
頁
、
正
田
彬
「
独
占
禁
止
法
秩
序
と
中
小
企
業
」

公
正
取
引
一
九
五
七
年
四
月
号
四
、
五
頁
参
照
。

正
田
彬
、
経
済
法
（
欝
本
評
論
社
）
四
〇
頁
、
木
元
錦
哉
、
現
代
資
本
主
義
と
経
済
法
（
新
評
論
）
二
〇
頁
。
な
お
、
金
沢
良
雄
「
中
小
企

業
法
制
の
基
本
的
性
格
と
問
題
点
」
経
営
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
季
刊
一
号
九
〇
頁
は
、
わ
が
国
の
中
小
企
業
法
制
が
基
本
的
に
は
社
会
法
・
経
済

法
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
を
認
め
て
、
　
「
申
小
企
業
は
、
法
の
世
界
に
お
い
て
、
市
民
法
の
世
界
に
の
み
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
　
こ

れ
を
は
み
出
し
た
法
の
世
界
ー
社
会
法
・
経
済
法
ー
を
求
め
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

申
小
企
業
の
合
併
の
阻
害
要
因
と
し
て
は
．
①
経
鴬
者
の
消
極
的
な
態
度
．
非
近
代
化
意
識
（
東
京
商
工
会
議
所
．
小
売
商
業
の
発
展
と
経
営

　
、
　
　
九
頁
、
　
　
　
　
　
　
　
疑
主
統
制
と
会
社
経
営
、
一
九
九
頁
）
．
　
　
　
　
　
　
経
営
者
（
社
長
）
意
識
、
②
企
業
趨
体
の
非

生
産
挫
（
木
元
錦
哉
「
企
業
合
併
を
め
ぐ
る
国
家
と
法
と
そ
の
役
割
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
明
大
社
研
紀
要
第
六
集
｝
〇
六
頁
）
、
③
中
小

企
業
労
働
奢
の
賃
金
格
差
、
労
働
力
の
劣
悪
（
木
元
、
前
掲
譲
一
〇
六
頁
）
．
④
合
併
に
伴
う
課
税
の
軽
減
閥
題
、
合
併
費
用
の
調
達
力
の
脆

弱
き
（
通
産
省
「
企
業
の
合
併
効
果
（
第
一
次
報
告
ご
（
昭
和
三
七
年
一
〇
耀
）
）
等
が
指
摘
き
れ
る
が
、
と
り
わ
け
、
零
細
企
業
の
合
併
は

①
と
②
の
阻
害
要
因
に
よ
っ
て
特
に
困
難
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
申
小
企
業
が
事
業
協
同
組
合
、
企
業
組
合
、
協
業
細
合
等
の
組
織
化
に
よ
り
、
　
あ
る
い
は
合
併
、
共
同
出
資
に
よ
る
会
社
の
設
立
等

の
企
業
合
同
に
よ
り
．
地
域
独
占
体
と
な
っ
て
市
場
支
配
力
を
形
成
す
る
に
至
る
よ
う
な
場
合
の
企
業
集
中
化
は
、
論
理
的
に
認
め
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
（
正
田
彬
、
経
済
法
三
三
六
～
七
頁
参
照
。
な
お
、
正
田
彬
「
中
小
企
業
の
共
同
行
為
と
独
占
禁
止
法
」
学
会
誌
経
済
法
六

号
九
～
二
頁
参
照
）
。

　
な
お
、
中
小
企
業
の
共
同
行
為
と
し
て
の
調
整
事
業
に
つ
い
て
は
、
①
支
配
的
資
本
・
大
企
業
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
は
、
経
済
的
弱
者

と
し
て
の
中
小
企
業
の
基
本
権
に
基
づ
く
組
織
化
の
具
体
化
と
し
て
、
独
禁
法
秩
序
と
合
致
す
る
と
す
る
説
（
正
田
彬
、
経
済
法
四
八
、
一
三

二
頁
、
正
田
彬
「
中
小
企
業
の
共
同
行
為
と
独
占
禁
止
法
」
学
会
誌
経
済
法
六
号
九
、
一
〇
頁
）
、
②
中
小
企
業
者
が
組
織
化
し
て
共
同
事
業

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
市
場
に
お
け
る
有
効
な
競
争
単
位
と
し
て
大
企
業
と
対
等
取
引
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
独
禁
法
制
下
の
自
由
競
争
原
理

を
指
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
調
整
事
業
は
そ
の
反
射
的
機
能
で
あ
る
と
す
る
説
（
丹
宗
昭
信
「
経
済
法
（
学
）
の
独
自
性
」
学
会
誌
経
済
法
一



号
二
四
頁
、
井
上
武
久
「
中
小
企
業
法
制
」
ジ
ュ
リ
ス
上
三
ハ
七
号
二
八
Ω
頁
）
、

度
産
業
合
理
化
白
書
「
私
的
独
占
禁
止
法
政
策
の
修
正
過
程
」
）
と
が
あ
る
。

③
緊
急
避
難
的
な
も
の
と
す
る
説
（
通
産
省
昭
和
三
二
年

二
、
産
業
構
造
改
善
政
策

　
一
国
の
産
業
構
造
と
い
う
概
念
の
意
味
内
容
を
ど
の
よ
う
に
把
え
る
か
は
、
い
ま
だ
定
説
を
見
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
一

応
、
　
「
企
業
の
構
成
」
、
　
「
産
業
部
門
の
構
成
」
、
　
コ
国
の
産
業
体
系
の
構
成
」
の
三
つ
の
階
層
に
お
け
る
構
造
様
式
を
立
体
的
に
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）

合
し
た
統
一
的
な
事
態
と
し
て
把
え
、
産
業
秩
序
の
重
層
的
構
造
と
し
て
把
握
し
て
お
く
こ
と
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
産
業
構
造
の
変
化

や
そ
の
構
造
的
要
因
と
な
る
内
外
経
済
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
、
産
業
構
造
の
合
理
化
、
高
度
化
、
改
善
、
近
代
化
政
策
が
推
進
さ
れ

て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
産
業
構
造
改
善
政
策
と
は
い
か
な
る
意
昧
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
昭
和
三
八
年
二
月
の
産
業
構
造
調
査
会
の
答
申
に
よ
れ
ば
、
産
業
構
造
政
策
と
は
、
最
適
産
業
構
造
（
経
済
の
成
長
と
較
差
の
是
正

を
達
成
す
る
た
め
に
最
も
望
ま
し
い
産
業
構
造
）
に
接
近
す
る
こ
と
、
い
い
か
え
る
と
、
産
業
構
造
の
基
本
的
方
向
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
政
策
や
そ
の
実
現
の
た
め
に
最
も
望
ま
し
い
経
済
機
構
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し

て
、
こ
の
よ
う
な
最
適
産
業
構
造
に
接
近
す
る
た
め
の
有
効
な
方
策
と
し
て
、
産
業
構
造
の
合
理
化
、
高
度
化
、
改
善
、
近
代
化
等
が
謀

題
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
産
業
構
造
改
善
と
い
う
言
葉
は
、
昭
和
四
二
年
の
産
業
構
造
審
議
会
の
答
申
や
経
済
社
会

発
展
計
画
や
昭
和
四
三
年
の
同
審
議
会
の
答
申
等
の
中
で
公
式
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
　
産
業
構
造
の
合
理
化
と
い
い
、
　
高
度
化
と
い

　
　
　
　
戦
後
の
臼
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
申
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

い
、
あ
る
い
は
改
善
、
近
代
化
と
い
う
も
そ
の
基
本
的
な
方
向
に
お
い
て
は
、
合
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
体
制
側
（
政
府
、
通
産
省
、
財
界
）
が
真
に
意
図
し
て
い
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
点
に
関
し
て
は
、
す
で
に
．
独
禁
政
策
と
産
業
政
策
、
寡
占
体
制
と
独
禁
法
、
公
共
の
利
益
等
の
諸
側
面
か
ら
多
く
の
研
究
が
な
き
れ

　
　
　
（
謁
）

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
を
要
約
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
昭
和
三
三
年
の
独
禁
法
審
議
会
の
答
申
と
独
禁
法
改
正
案
（
流
産
）
、
昭
和
三
八
年
の
産
業
構
造
調
査
会
の
答
申
と
特
定
産
業
振
興
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
昭
和
四
二
年
と
昭
和
四
三
年
の
産
業
構
造
審
議
会
の
二
つ
の
答
申
や
昭
和
四
一
年
に
通
産
省
と
公
正
取
引
委
員

会
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
文
書
「
産
業
の
構
造
改
善
の
推
進
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
の
運
用
に
つ
い
て
」
や
、
更
に
、
政
府
が
策
定
し
た
昭

和
三
五
年
の
所
得
倍
増
計
画
．
昭
和
四
〇
年
の
申
期
経
済
計
画
、
昭
和
四
二
年
の
経
済
社
会
発
展
計
函
、
昭
和
四
五
年
の
新
経
済
社
会
発

　
　
（
矯

展
計
画
等
に
お
い
て
共
通
し
て
見
ら
れ
る
産
業
構
造
改
善
、
産
業
再
編
成
、
新
産
業
体
制
構
想
の
根
底
に
あ
る
思
想
は
、
国
際
競
争
力
の

強
化
を
名
麟
と
し
て
、
過
小
規
模
論
．
過
当
競
争
論
を
論
拠
と
し
．
「
公
共
の
利
益
」
の
概
念
塑
、
拡
大
解
釈
し
（
自
由
競
争
秩
序
の
維
持

を
前
提
と
し
て
．
生
産
者
、
消
費
者
を
含
め
た
国
民
経
済
全
般
の
利
益
ξ
私
企
業
の
利
益
↓
大
企
業
の
利
益
と
い
う
論
理
構
造
）
．
更
に

独
禁
法
の
弾
力
的
運
用
に
よ
っ
て
．
八
幡
・
富
士
の
合
併
を
典
型
と
す
る
大
型
合
併
の
容
認
と
共
同
行
為
“
ヵ
ル
テ
ル
目
競
争
制
限
的
行

為
の
大
幅
な
容
認
等
に
よ
る
大
企
業
を
申
心
と
す
る
経
済
合
理
性
の
貫
徹
、
規
模
の
利
益
の
追
求
、
企
業
の
集
中
化
の
推
進
に
よ
る
支
配

体
制
、
寡
占
体
制
の
確
立
．
強
化
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
も
、
産
業
構
造
改
善
政
策
の
実
現
手
段
と
し
て
特
色
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
壌
）

ら
れ
る
経
済
法
領
域
へ
の
計
画
性
の
導
入
と
そ
の
実
施
の
円
滑
を
図
る
た
め
の
金
融
・
税
制
面
で
の
優
遇
措
置
と
法
的
根
拠
に
基
．
つ
く
国

家
の
誘
導
政
策
と
が
、
そ
の
運
吊
な
い
し
は
展
開
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
更
に
、
支
配
体
制
、
寡
占
体
制
の
確
立
、
強
化
を
側
面
的
に
補



強
す
る
機
能
を
も
つ
こ
と
と
も
な
る
。
従
っ
て
こ
の
意
味
で
、
体
制
側
が
真
に
意
図
す
る
産
業
構
造
改
善
政
策
は
大
企
業
の
保
護
政
策
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
企
業
と
申
小
企
業
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
構
造
、
取
引
関
係
に
お
け
る
地
位
が
質
的
に

異
っ
て
い
る
の
で
、
大
企
業
を
申
心
と
す
る
構
造
改
善
政
策
と
申
小
企
業
を
申
心
と
す
る
構
造
改
善
政
策
と
で
は
、
本
来
、
質
的
に
異
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
、
大
企
業
を
中
心
と
す
る
構
造
改
善
政
策
の
展
開
に
あ
た
っ
て
は
、
有
効
競
争
秩
序
の
維
持
の
見

地
か
ら
、
独
禁
法
が
原
点
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
、
独
禁
法
の
厳
格
な
適
用
が
要
請
き
れ
る
の
に
対
し
、
中
小
企
業
を
中
心

と
す
る
構
造
改
善
政
策
は
、
独
禁
法
を
支
え
る
側
と
し
て
の
、
経
済
的
弱
者
と
し
て
の
中
小
企
業
の
保
護
を
基
調
と
し
て
展
開
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
そ
こ
で
、
産
業
構
造
改
善
政
策
の
一
環
と
し
て
の
中
小
企
業
の
構
造
改
善
、
近
代
化
政
策
は
、
経
済
的
弱
者
と
し
て
の
中
小
企
業
の
保

護
を
基
調
と
し
な
が
ら
、
経
済
合
理
性
の
貫
徹
と
規
模
の
利
益
の
追
求
を
指
向
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
、
そ
の
基
本
的

方
策
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
企
業
の
集
中
化
、
す
な
わ
ち
、
企
業
の
合
同
な
い
し
は
企
業
の
組
織
化
で
あ
る
が
、
中
小
企
業
問
、

と
り
わ
け
、
零
細
企
業
間
の
合
併
等
の
企
業
合
同
に
は
、
自
ら
限
界
が
あ
る
の
で
、
よ
り
基
本
的
な
方
策
は
、
企
業
の
組
織
化
で
あ
り
、

組
織
を
母
体
と
す
る
事
業
の
共
同
化
、
協
業
化
の
推
進
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（11註

宮
田
喜
代
蔵
、
産
業
構
造
論
（
千
倉
書
房
）
六
七
～
八
翼
。
な
お
犬
塚
久
雄
、

戦
後
の
日
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
申
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
e

国
民
経
済
犬
塚
久
雄
著
作
集
第
六
巻
（
岩
波
書
店
）
九
六
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



（2）（3）㈲（5）

東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

は
、
　
「
国
民
的
規
模
に
お
け
る
社
会
的
分
業
の
組
立
て
」
で
あ
り
、
　
「
商
編
経
済
の
綱
の
目
を
も
っ
て
結
び
合
わ
さ
れ
た
独
自
な
社
会
的
分
業

の
体
系
」
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
中
村
秀
一
郎
、
臼
本
の
中
小
企
業
問
題
（
合
同
出
版
社
）
二
一
頁
は
、
　
「
商
品
生
産
の
一
般
的
基
礎
と
し

て
の
社
会
的
分
業
の
編
成
形
態
で
あ
り
、
そ
の
市
場
と
の
対
抗
関
係
、
産
業
諸
部
門
間
の
関
連
の
全
体
系
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

野
口
雄
一
郎
「
産
業
政
策
と
独
禁
政
策
の
接
点
」
世
界
昭
和
四
三
年
二
一
月
号
、
両
角
良
彦
、
御
園
生
等
、
古
藤
利
久
三
、
正
田
彬
、
千
種
義

人
「
産
業
体
制
の
再
編
成
」
鷺
本
経
済
の
現
状
と
課
題
第
四
集
、
富
坂
富
之
助
「
合
併
を
め
ぐ
る
法
と
政
策
」
学
会
誌
経
済
法
二
一
号
．
富

山
康
吉
、
丹
宗
昭
信
．
宮
坂
富
之
助
、
　
　
　
　
　
正
田
彬
、
御
東
光
疇
「
寡
占
体
制
と
独
禁
法
」
法
律
時
報
一
九
六
八
年
八
月
号
、
今
村
成

和
「
独
煮
禁
止
法
の
現
代
的
諜
題
」
世
界
昭
和
四
三
年
二
一
薄
号
、
今
村
成
和
「
寡
潜
形
成
政
策
と
私
的
独
占
禁
止
法
」
私
的
独
占
禁
止
法
の

研
究
国
．
河
合
研
一
讐
経
済
法
に
お
け
る
『
公
益
概
念
臨
」
羅
本
法
祉
会
掌
会
編
、
公
共
の
福
祉
（
有
斐
閣
）
な
ど
．

戦
後
わ
が
國
政
府
が
策
定
し
た
経
済
計
画
は
経
済
復
興
五
ヵ
年
計
画
（
昭
和
二
三
年
）
に
始
ま
り
、
経
済
懲
立
三
ヵ
年
計
画
（
昭
灘
二
六
年
〉

経
済
欝
立
五
力
年
計
画
（
昭
和
認
二
年
）
．
新
畏
期
経
済
計
画
（
昭
黎
一
三
年
）
、
所
得
倍
増
計
醐
（
昭
和
ヨ
五
年
）
　
へ
と
展
開
し
て
愚
た
．

本
来
．
懲
由
経
済
に
お
い
て
は
、
構
造
改
善
、
近
代
化
な
る
も
の
は
そ
の
自
動
的
作
用
を
通
じ
、
各
企
業
の
自
己
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
る
は

ず
の
も
の
で
あ
る
が
．
今
霞
の
よ
う
な
開
放
経
済
（
貿
易
の
慮
由
化
、
資
本
の
自
由
化
）
を
前
に
し
て
は
、
構
造
改
善
、
近
代
化
を
経
済
の
自

動
的
作
用
に
待
っ
て
い
て
は
間
に
合
わ
な
い
、
と
い
う
の
が
今
鷺
の
実
情
で
あ
り
．
そ
こ
で
、
経
済
法
領
域
に
計
画
性
が
導
入
き
れ
、
計
画
に

基
づ
く
誘
導
行
政
の
展
開
が
要
望
き
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
（
金
沢
良
雄
「
申
小
企
業
法
制
の
基
本
的
性
格
と
問
題
点
」
経

営
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
季
刊
一
号
九
二
頁
参
照
）
．
経
済
法
領
域
へ
の
譜
画
性
の
導
入
と
そ
の
計
画
に
よ
る
誘
導
行
政
の
展
開
の
一
般
的
な
メ
リ

ッ
ト
と
し
て
は
、
ω
計
画
内
容
を
法
定
し
、
計
画
の
策
定
を
法
的
に
義
務
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
法
的
規
制
の
基
準
を
明
確
に
し
、
そ
の

計
画
を
媒
介
と
し
．
根
拠
と
し
て
科
学
的
な
行
政
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
捌
計
画
の
公
表
に
よ
り
関
係
業
者
等
に
計
画
の
衆
知
徹

底
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
見
通
し
と
自
己
の
活
動
の
方
向
づ
け
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
等
が
指
摘
き
れ
て
い
る
（
金
沢
良
雄

「
経
済
法
に
お
け
る
計
画
」
北
大
法
学
論
集
第
一
六
巻
二
・
三
合
併
号
二
三
頁
以
下
参
照
）
。

正
田
彬
「
産
業
体
制
の
再
編
成
」
貨
本
経
済
の
現
状
と
課
題
第
四
集
一
四
一
頁
参
照
。



（6）

中
小
企
業
の
近
代
化
と
い
う
場
合
の
「
近
代
化
」
と
い
う
概
念
は
通
常
必
ず
し
も
そ
の
意
昧
内
容
を
明
確
に
さ
れ
な
い
ま
ま
で
使
用
き
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
中
小
企
業
近
代
化
促
進
法
制
定
当
時
立
法
者
は
「
近
代
化
」
と
い
う
概
念
を
ど
の
よ
う
な
趣
旨
で
使
用
し
て
い
た

か
を
顧
え
っ
て
み
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
内
容
を
明
確
化
す
る
上
で
、
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
同
法
案
の
参
議
院
商
工
委
員
会
に
お
け
る
審
議
の
過
程
で
、
　
「
近
代
化
」
に
つ
い
て
、
樋
詰
政
府
委
員
は
次
の
よ
う
な
答
弁
を
行
っ
て
い
る

（
第
四
三
回
国
会
参
院
商
工
委
会
議
録
第
一
八
号
）
。
「
…
…
中
小
企
業
で
一
番
聞
題
に
な
る
の
は
、
こ
れ
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
生
産
性

が
低
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ぎ
い
ま
す
が
、
…
…
そ
の
原
因
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
多
分
に
前
近
代
的
な
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
持
っ
て
お
る
と
い

う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ぎ
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
と
い
た
し
ま
し
て
は
こ
の
前
近
代
的
な
要
素
を
払
拭
い
た
し
ま
し
て
、
で

き
る
だ
け
近
代
的
な
要
素
と
い
う
も
の
を
多
く
身
に
つ
け
る
よ
う
に
し
て
中
小
企
業
と
い
う
も
の
全
体
の
底
上
げ
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
必
要
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
近
代
化
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
わ
け
で
ご
ぎ
い
ま
す
」
。
そ
し
て
「
近
代
化
」
と
「
合
理
化
」
と

「
振
興
」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
同
委
員
は
、
　
「
…
…
合
理
化
も
結
局
ね
ら
う
こ
と
は
岡
じ
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
合
理
化
の
ほ
う
に
は
え

て
し
て
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
非
能
率
切
り
捨
て
と
い
っ
た
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
申
し
ま
す
か
、
　
そ
う
言
っ
た
よ
う
な
響
き
を
持
っ
て
い
る
よ

う
な
面
等
も
ご
ぎ
い
ま
す
の
で
、
…
－
近
代
化
と
い
い
、
あ
る
い
は
中
小
企
業
の
振
興
と
い
い
、
あ
る
い
は
合
理
化
と
い
い
、
こ
れ
は
人
に
よ

っ
て
一
つ
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
　
一
種
の
歴
史
的
と
申
し
ま
す
か
、
歴
史
の
流
れ
に
沿
い
ま
し

て
、
経
済
的
、
社
会
的
な
条
件
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
現
在
に
お
い
て
、
新
し
い
あ
す
に
力
強
く
出
発
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
中
小
企
業
に
と

っ
て
近
代
化
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
表
現
す
る
一
切
の
努
力
が
一
番
効
果
的
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
ご
ぎ
い
ま

す
。
」
と
答
弁
し
て
お
り
、
更
に
「
中
小
企
業
構
造
の
高
度
化
」
に
つ
い
て
は
、
「
…
濯
中
小
企
業
に
と
っ
て
一
番
大
き
な
聞
題
は
、
中
小
企
業

が
数
が
多
過
ぎ
て
規
模
が
小
さ
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
こ
の
企
業
規
模
の
過
小
性
と
い
う
も
の
に

着
目
い
た
し
ま
し
て
、
企
業
規
模
の
適
正
化
、
あ
る
い
は
事
業
の
共
同
化
、
集
団
化
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
　
こ
の
よ
う
な
中
小

企
業
の
構
造
を
是
正
し
て
、
生
産
性
を
も
っ
と
も
効
率
的
に
向
上
き
せ
て
い
く
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
中
小
企
業
構
造
の
高

度
化
と
、
こ
う
い
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ぎ
い
ま
し
て
、
　
こ
れ
は
た
と
え
ば
合
併
で
あ
り
ま
す
と
か
、
あ
る
い
は
協
業
化
で
あ
り
ま
す
と
か
、
あ

る
い
は
商
業
に
お
け
る
経
営
形
態
の
近
代
化
で
あ
り
ま
す
と
か
、
あ
る
い
は
非
能
率
的
な
と
申
し
ま
す
か
、
行
き
詰
ま
っ
た
部
門
か
ら
将
来
明

戦
後
の
日
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
中
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

る
い
部
門
へ
の
転
換
で
あ
り
ま
す
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
ひ
っ
く
る
め
ま
し
て
中
小
企
業
構
造
の
高
度
化
と
言
っ
て
お
る
わ
け
で
ご
ぎ
い

ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
（
申
小
企
業
基
本
法
第
三
条
第
四
号
、
中
小
企
業
近
代
化
促
進
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
参
照
）
。
し
か
も
、
「
高
度

化
」
と
「
近
代
化
」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
同
委
員
は
「
…
…
中
小
企
業
構
造
の
高
度
化
と
申
し
ま
す
の
は
、
中
小
企
業
の
近
代
化
を
進
め

る
た
め
に
必
要
な
前
提
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
態
様
で
ご
ぎ
い
ま
し
て
、
中
小
企
業
の
近
代
化
の
た
め
に
は
、
設
備
・
経
営
・
技
術
等
の
い
ろ
い

ろ
な
要
素
の
改
善
、
向
上
と
言
う
こ
と
が
必
要
で
ご
ぎ
い
ま
す
が
、
中
小
企
業
構
造
の
高
度
化
は
こ
れ
ら
の
諸
要
素
の
改
善
、
向
上
を
効
率
的

に
進
め
る
方
策
で
あ
る
、
　
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
高
度
化
は
近
代
化
よ
り
も
狭
い
概
念
で
ご
ぎ
い
ま
し

て
．
近
代
化
を
促
進
す
る
た
め
の
手
段
的
な
概
念
と
い
う
ふ
う
に
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
噂
て
お
り
ま
す
、
・
－
…
ぬ
と
の
答
弁
を
行
豊
て

い
る
．
更
に
、
申
小
企
業
の
「
構
造
改
蕃
」
に
つ
い
て
．
乙
竹
畏
嘗
は
．
昭
和
四
四
年
覧
豊
琳
δ
薦
施
行
の
申
小
企
業
近
代
化
促
進
法
改
正
法

案
の
衆
議
院
商
工
委
員
会
に
お
け
る
審
議
の
過
程
で
、
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。
　
「
申
小
企
業
が
経
済
環
境
の
急
激
な
変
化
に
対
処
し
、

こ
れ
に
対
応
し
て
脱
皮
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
豊
富
低
廉
な
労
働
力
に
依
存
し
て
お
今
ま
し
た
串
小
企
業
を
、
高
い
能

率
、
高
い
技
術
．
高
い
経
営
力
に
き
き
え
ら
れ
た
申
小
企
業
に
脱
皮
き
せ
ま
し
て
．
そ
し
て
欝
本
経
済
の
効
率
化
、
国
際
競
争
力
の
強
化
に
資

せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
る
わ
け
で
ご
ぎ
い
ま
す
。
…
…
従
来
の
申
小
企
業
の
い
わ
ゆ
る
近
代
化
、
合
理
化
は
企
業
内

部
に
お
き
ま
す
設
備
の
近
代
化
に
従
来
の
努
力
が
集
中
き
れ
て
お
っ
た
わ
け
で
ご
ぎ
い
ま
し
て
、
…
…
も
ち
ろ
ん
企
業
内
部
の
近
代
化
は
、
　
こ

れ
は
ま
ず
第
一
に
重
要
で
じ
ぎ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
り
ま
せ
ず
、
む
し
ろ
き
ら
に
進
ん
で
企
業
と
企
業
と
の
結
び
方
を

合
理
化
い
た
し
ま
し
て
、
…
…
同
業
種
の
場
合
に
は
専
門
化
・
共
同
化
・
協
業
化
・
合
弁
等
…
…
異
業
種
の
場
合
に
は
、
取
引
系
列
を
整
備
い

た
し
ま
し
た
り
、
共
同
の
技
術
開
発
を
い
た
し
ま
し
た
り
、
・
…
と
の
よ
う
な
企
業
と
企
業
と
の
結
び
つ
き
方
を
よ
り
合
理
的
に
す
る
と
い
う

こ
と
に
ね
ら
い
を
置
き
ま
し
の
た
が
構
造
改
善
と
い
う
ふ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
お
る
わ
け
で
ご
ぎ
い
ま
す
」
。

　
以
上
に
お
い
て
理
解
き
れ
る
よ
う
に
、
立
法
者
は
、
結
局
．
「
近
代
化
」
と
い
い
、
「
合
理
化
」
と
い
い
、
「
振
興
」
と
い
い
．
中
小
企
業
構

造
の
「
高
度
化
」
と
い
い
、
中
小
企
業
の
「
構
造
改
善
」
と
い
い
、
　
「
近
代
的
要
素
を
導
入
し
て
、
中
小
企
業
の
生
産
性
を
向
上
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
申
小
企
業
の
全
体
の
レ
ベ
ル
・
ア
ッ
プ
を
指
向
す
る
」
と
い
う
基
本
的
方
向
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
合
致
し
た
意
味
で
用
い
て
お

り
、
更
に
、
申
小
企
業
構
造
の
「
高
度
化
」
あ
る
い
は
中
小
企
業
の
「
構
造
改
善
」
は
、
　
「
近
代
化
」
の
た
め
の
手
段
的
な
概
念
と
し
て
用
い



て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
基
本
的
方
向
へ
の
接
近
の
た
め
に
、
そ
の
時
期
々
々
の
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
の
変
化
に
対
応
し
た
最
も

有
効
な
政
策
の
展
開
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
特
色
づ
け
る
に
最
も
ふ
き
わ
し
い
概
念
を
選
択
し
て
用
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
、
問
題
意
識
と
考
察
方
法

　
き
て
、
戦
後
の
わ
が
国
の
申
小
企
業
法
制
は
、
産
業
構
造
の
変
化
や
そ
の
構
造
的
要
因
と
な
る
内
外
経
済
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
、

ど
の
よ
う
な
変
遷
過
程
を
た
ど
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
そ
の
変
遷
過
程
を
、
産
業
構
造
改
善
政
策
と
の
関
連
に
お
い
て
、
法

構
造
の
検
討
と
企
業
集
中
の
実
態
分
析
を
通
し
て
の
法
の
客
観
的
役
割
の
評
価
を
試
み
な
が
ら
、
老
察
し
て
い
く
こ
と
を
課
題
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
考
察
の
方
法
と
し
て
は
、
産
業
構
造
の
変
化
や
内
外
経
済
環
境
の
変
化
に
着
目
し
て
時
期
的
区
分
を
行
い
、
第
一
期
（
戦
後

か
ら
昭
和
三
〇
年
ま
で
）
、
第
二
期
（
昭
和
三
一
年
か
ら
昭
和
三
四
年
ま
で
）
、
第
三
期
（
昭
和
三
五
年
か
ら
三
七
年
ま
で
）
、
第
四
期

（
昭
和
三
八
年
か
ら
四
一
年
ま
で
）
、
第
五
期
（
昭
和
四
二
年
以
降
）
の
五
つ
の
時
期
に
分
け
て
、
構
造
改
善
政
策
的
視
点
か
ら
、
各
時

期
に
お
け
る
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
政
府
の
産
業
政
策
と
申
小
企
業
法
制
の
変
遷
過
程
を
、
企
業
集

申
の
実
態
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
独
占
資
本
主
義
段
階
に
お
け
る
支
配
体
制
に
お
い
て
は
、
一
方
、
支
配
体
制
側
は
、
支
配
の
論
理
に
支
え
ら
れ
て
、
体
制

維
持
を
図
り
、
他
方
、
従
属
者
側
は
、
抵
抗
の
論
理
に
支
え
ら
れ
て
、
そ
の
生
存
権
的
基
本
権
の
確
保
を
図
る
（
申
小
企
業
者
運
動
、
労

　
　
　
戦
後
の
賑
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
申
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
8
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働
運
動
、
消
費
者
運
動
等
）
。
　
そ
し
て
、
両
者
の
調
整
点
と
し
て
、
法
律
の
制
定
が
も
た
ら
き
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
律

の
制
定
は
社
会
的
力
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
経
済
法
制
に
限
定
し
て
見
れ
ば
、
例
え
ば
、
昭
和
二
四
年
の

申
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
つ
づ
く
独
禁
法
の
改
正
、
昭
和
二
七
年
の
特
定
中
小
企
業
完
定
臨
時
措
置
法
に
つ
づ
く
昭
和
二
八
年
の
独
禁

法
の
改
正
．
昭
和
三
二
年
の
申
小
企
業
団
体
組
織
法
に
つ
づ
く
昭
和
三
三
年
の
独
禁
法
改
正
法
案
、
昭
和
三
八
年
の
申
小
企
業
基
本
法
、

中
小
企
業
近
代
化
促
進
法
等
に
つ
づ
く
特
定
産
業
振
興
臨
時
措
置
法
案
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
申
小
企
業
の
保
護
法
制
の
制
定
に
つ
づ

い
て
独
占
資
本
の
維
持
．
強
化
の
た
め
の
法
制
の
改
正
な
い
し
は
提
案
が
な
さ
れ
、
戦
後
の
経
済
法
制
が
二
疋
の
歴
史
的
法
則
に
従
ウ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴬
）

変
遷
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
戦
後
の
経
済
法
現
象
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
更
に
．
例
え
ば
、
従
来
か
ら
実
施
き
れ
て
い
た
中
小
企
業
の
診
断
制
度
や
設
備
近
代
化
の
た
め
の
融
資
制
度
を
そ
れ
ぞ
れ
法
細
化
し
た

企
業
合
理
化
促
進
法
や
申
小
企
業
振
興
資
金
助
成
法
の
制
定
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
策
の
打
ち
出
さ
れ
た
後
に
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る

た
め
の
法
制
化
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
戦
後
の
経
済
法
現
象
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（21（ま1註

正
田
彬
「
労
働
法
と
経
済
法
の
関
係
に
つ
い
て
の
試
論
」
労
働
法
二
四
号
一
〇
二
、
八
、
九
頁
参
照
。

す
な
わ
ち
、
戦
後
の
申
小
企
業
法
制
は
、
　
「
中
小
企
業
の
た
め
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
独
占
資
本
に
役
立
つ
範
囲
内
で
実
施
き
れ
．
中
小

企
業
の
真
の
要
求
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
」
　
（
巽
信
清
「
中
小
企
業
基
本
法
案
の
役
割
と
ね
ら
い
」
経
済
評
論
一
九
六
三
年
四
月

号
一
五
八
頁
）
と
指
摘
き
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。



第
一
章
第
一
期
（
戦
後
か
ら
昭
和
三
〇
年
ま
で
）

、
背
景
の
特
色

　
戦
後
の
産
業
政
策
は
占
領
政
策
の
一
環
と
し
て
の
民
主
化
政
策
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
昭
和
二
〇
年
二
月
に
財
閥
解
体
指
令
が
出
さ

れ
、
旧
財
閥
の
解
体
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
戦
後
の
混
乱
を
克
服
す
る
た
め
企
業
の
整
備
が
行
わ
れ
、
更
に
、
昭
和
二
一
年
傾
斜
生
産
方

式
の
採
用
に
よ
り
、
特
定
重
要
産
業
部
門
（
電
力
・
石
炭
・
鉄
鋼
・
海
運
）
に
重
点
を
置
い
た
経
済
復
興
が
図
ら
れ
、
昭
和
二
二
年
に
は

独
禁
法
が
制
定
さ
れ
た
。

　
昭
和
壬
二
年
の
対
日
占
領
政
策
の
転
換
に
よ
り
、
昭
和
二
四
年
に
は
独
禁
法
の
規
制
の
緩
和
、
集
中
排
除
法
の
指
定
の
解
際
、
デ
フ
レ

政
策
、
ド
ツ
ジ
・
ラ
イ
ン
（
単
一
為
替
レ
ー
ト
設
立
）
等
の
実
施
や
産
業
合
理
化
審
議
会
の
設
置
を
見
、
更
に
、
集
中
生
産
方
式
の
採
用

に
よ
り
、
特
定
重
要
産
業
部
門
内
の
企
業
別
の
振
興
、
合
理
化
が
図
ら
れ
、
申
小
企
業
は
失
業
者
の
雇
用
の
場
と
し
て
低
賃
金
に
よ
る
経

営
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
中
小
企
業
問
題
が
発
生
す
る
に
至
っ
た
。

　
そ
の
後
昭
和
二
五
年
の
朝
鮮
動
乱
を
契
機
に
、
日
米
協
力
構
想
が
登
場
し
、
同
年
五
月
外
資
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
よ
り
外
国
の
技

術
と
資
本
の
導
入
が
図
ら
れ
、
こ
の
時
期
の
経
済
恐
慌
で
企
業
整
備
は
一
そ
う
激
し
く
た
っ
た
が
、
昭
和
二
七
年
に
は
講
和
条
約
、
日
米

安
全
保
障
条
約
、
行
政
協
定
の
発
効
に
よ
り
経
済
政
策
の
転
換
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
M
S
A
体
制
の
確
立
が
図
ら
れ
、
日
米
協
力
関
係
が

　
　
　
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
中
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
日
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強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
動
乱
頃
か
ら
は
勧
告
操
短
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
動
乱
を
契
機
に
、
生
産
増
大
を
目
指
す
大
企
業
と
申
小
企
業
と
の

間
に
下
請
制
度
が
確
立
さ
れ
、
支
配
従
属
関
係
が
形
成
、
拡
大
さ
れ
て
、
支
配
的
資
本
に
よ
る
収
奪
機
構
と
し
て
展
開
さ
れ
る
に
至
っ

（
匡
）

た
。
し
か
も
．
動
乱
終
結
頃
か
ら
循
環
的
不
況
が
始
ま
り
倒
産
の
続
発
と
人
員
整
理
に
よ
る
合
理
化
が
進
行
し
、
こ
の
不
況
下
で
．
昭
和

二
七
年
二
一
月
の
「
下
請
中
小
企
業
に
対
す
る
支
払
促
進
の
決
議
」
　
（
次
官
会
議
・
全
銀
連
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
企
業
の
下
請
発

注
の
減
少
や
．
下
請
代
金
支
払
遅
延
が
螺
立
ち
、
こ
れ
に
よ
り
．
下
請
申
小
企
業
の
経
営
難
が
激
化
し
た
。

　
更
に
．
昭
和
三
〇
年
に
は
貿
易
面
で
、
ガ
ツ
ト
ヘ
の
正
式
加
入
に
よ
参
輸
出
振
興
が
図
ら
れ
．
同
年
二
月
に
は
生
産
性
本
部
が
設
置
さ

れ
．
生
産
性
向
上
運
動
が
展
開
き
れ
、
更
に
、
外
国
の
技
術
、
資
本
の
条
件
を
緩
和
し
て
、
技
術
革
新
と
外
資
導
入
の
進
展
に
よ
る
合
理

化
の
た
め
の
企
業
集
申
が
促
進
き
れ
、
支
配
的
資
本
の
企
業
系
列
化
が
進
行
し
た
．

（生1註

「
臼
本
申
小
企
業
政
策
小
史
」
月
刊
申
小
企
業
一
九
六
五
年
二
一
月
号
一
八
頁
参
照
。
な
お
．
福
島
久
一
・
中
山
金
治
「
申
小
企
業
の
『
近
代

化
』
政
策
し
市
川
弘
勝
編
著
現
代
黛
本
の
中
小
企
業
四
八
頁
は
、
　
「
こ
の
過
程
で
、
　
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
支
持
を
と
り
つ
け
た
日
本
独
占
資
本

は
．
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
支
配
を
確
立
し
た
。
こ
の
た
め
申
小
企
業
の
多
く
は
独
占
下
請
と
し
て
直
接
支
配
下
に
は
い
り
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

型
の
階
層
的
収
奪
構
造
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
ま
た
、
巽
僑
溝
「
中
小
企
業
基
本
法
案
の
役
割
と
ね
ら
い
」
、
経

済
評
論
一
九
六
三
年
四
月
号
一
六
五
頁
は
、
　
「
動
乱
を
契
機
に
下
請
制
が
国
際
独
露
資
本
と
弱
体
化
し
た
日
本
独
占
資
本
の
下
に
二
重
の
収
奪

機
構
と
し
て
展
開
き
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。



二
、
経
済
民
主
化
・
産
業
（
企
業
）
合
理
化
政
策
と
中
小
企
業
法
制

　
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
前
半
の
経
済
民
主
化
時
代
と
後
半
の
産
業
（
企
業
）
合
理
化
時
代
の
二
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
老
察
す
る
こ

と
と
す
る
。

　
ω
　
経
済
民
主
化
政
策
と
中
小
企
業
法
制

　
戦
後
の
中
小
企
業
法
制
は
、
経
済
民
主
化
政
策
の
一
環
と
し
て
、
昭
和
一
二
年
一
一
月
に
制
定
さ
れ
た
商
工
協
同
組
合
法
に
始
ま
る
。

　
商
工
協
同
組
合
法
は
、
戦
時
中
の
国
家
の
統
制
機
関
（
統
制
組
合
）
と
し
て
機
能
し
た
商
工
組
合
制
度
を
廃
止
し
て
、
組
合
員
の
事
業

の
経
営
の
合
理
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
共
同
施
設
を
な
す
こ
と
を
冒
的
と
す
る
商
工
協
同
組
合
制
度
を
新
た
に
法
制
化
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
商
工
協
同
組
合
制
度
は
、
大
企
業
が
加
入
し
て
事
業
活
動
を
指
導
し
て
い
た
た
め
中
小
企
業
の
自
主
性
が
阻
害
さ
れ
る

恐
れ
が
あ
り
、
従
っ
て
経
済
民
主
主
義
の
理
念
に
反
す
る
側
面
を
有
し
て
い
た
た
め
、
中
小
企
業
の
真
の
保
護
、
民
主
化
、
近
代
化
、
す

な
わ
ち
、
大
企
業
と
の
実
質
的
な
対
等
取
引
の
確
保
を
期
待
し
に
く
い
と
い
う
難
点
が
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
昭
和
二
二
年
四
月
の
独
占
禁
止
法
で
あ
る
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
六
月
企
業
再
建
整
備

法
、
一
二
月
過
度
経
済
力
集
中
排
除
法
）
の
制
定
や
同
年
の
中
小
企
業
振
興
対
策
要
綱
の
閣
議
決
定
や
昭
和
二
三
年
七
月
の
中
小
企
業
庁

設
置
法
に
基
づ
く
中
小
企
業
庁
の
設
置
等
を
契
機
に
、
商
工
協
同
組
合
制
度
の
検
討
が
加
え
ら
れ
る
に
至
り
、
昭
和
二
四
年
六
月
に
中
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）

企
業
等
協
同
組
合
法
が
制
定
さ
れ
た
。

　
　
　
戦
後
の
霞
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
申
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
e
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独
占
禁
止
法
は
経
済
民
主
主
義
の
理
念
に
立
脚
し
た
自
由
競
争
原
理
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
私
的
独
占
ま
た
は
不
当
な
取
引

制
限
の
禁
止
、
共
同
行
為
（
ヵ
ル
テ
ル
）
、
　
統
制
団
体
、
国
際
的
協
約
等
の
禁
止
、
不
当
な
事
業
能
力
の
格
差
の
排
除
、
持
株
会
社
の
禁

止
、
会
社
の
株
式
社
債
保
有
、
役
職
員
の
兼
職
、
個
人
の
株
式
保
有
．
会
社
の
合
併
等
の
制
限
、
不
公
正
な
競
争
方
法
の
禁
止
等
を
規
定

し
て
お
り
、
産
業
秩
序
の
法
と
し
て
経
済
法
体
系
に
お
け
る
申
核
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
経
済
憲
法
と
し
て
の
意
味
を
も
つ

　
　
　
　
（
2
）

も
の
で
あ
っ
た
。

　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
は
、
事
業
協
同
組
合
、
信
用
協
同
組
合
（
椿
用
事
業
の
み
）
．
　
協
同
組
合
連
合
会
．
企
業
組
合
（
一
種
の
企

業
合
同
）
の
四
つ
の
組
合
制
度
を
認
め
、
独
禁
法
二
四
条
の
自
主
性
、
民
主
性
、
任
意
性
の
原
則
（
①
小
規
模
事
業
者
ま
た
は
消
費
者
の

相
互
扶
助
を
欝
的
と
し
、
②
設
立
と
加
入
脱
退
が
任
意
で
あ
勢
、
③
議
決
権
が
平
等
で
あ
り
、
④
利
益
分
配
の
限
度
が
法
令
・
定
款
に
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
）
の
徹
底
を
図
る
も
の
で
あ
っ
て
．
組
合
加
入
資
格
を
小
規
模
事
業
者
に
制
限
し
、
ま
た
．
一
部
大
企
業
の
組
合
支

配
を
排
除
し
公
正
な
経
済
活
動
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
員
外
役
員
を
認
め
ず
、
更
に
、
協
同
組
合
の
企
業
性
を
強
調
し
て
お
り
、
ま
さ

に
、
近
代
的
協
同
組
合
制
度
を
法
制
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
も
同
法
は
、
企
業
集
申
の
一
形
態
と
し
て
の
中
小
企
業
の
欝
主
的
な

組
織
化
に
よ
り
、
共
同
生
産
、
共
同
購
入
等
の
共
同
経
済
事
業
を
行
う
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
、
申
小
企
業
が
組
織
力
を
背
景
に
、
市
場

に
お
け
る
有
効
な
競
争
単
位
、
取
引
単
位
と
し
て
支
配
的
資
本
・
大
企
業
と
実
質
的
に
対
等
な
立
場
で
取
引
す
る
権
利
を
保
障
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
意
昧
で
、
独
禁
法
を
積
極
的
に
支
え
る
も
の
と
し
て
評
価
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
…
二
年
の
対
β
占
領
政
策
の
転
換
に
よ
り
、
早
く
も
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
制
定
と
同
時
に
、
独
禁
法
の
改
正

（
集
中
排
除
法
の
指
定
解
除
）
が
行
わ
れ
、
①
国
際
契
約
、
協
定
の
認
可
制
か
ら
事
後
屈
出
制
へ
の
変
更
と
そ
の
禁
止
範
囲
の
縮
少
、
②



会
社
の
株
式
保
有
規
制
の
緩
和
に
よ
り
、
独
占
資
本
の
復
活
、
強
化
の
途
が
開
か
れ
、
独
禁
法
の
後
退
が
見
ら
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
昭
和
壬
二
年
の
占
領
政
策
の
転
換
や
、
経
済
復
興
五
力
年
計
画
等
を
背
景
と
し
て
、
昭
和
二
四
年
九
月
に
は
、
　
「
産
業
合

理
化
に
関
す
る
件
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
翌
年
の
ド
ツ
ジ
・
ラ
イ
ン
の
実
施
と
産
業
合
理
化
審
議
会
の
設
置
を
契
機
に
、
産
業
（
企
業
）

合
理
化
政
策
の
推
進
が
基
本
的
課
題
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
も
こ
の
時
期
に
お
け
る
産
業
合
理
化
の
中
心
課
題
は
、
個
別
企
業
の
合

理
化
、
特
に
国
際
的
に
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
る
機
械
設
備
の
合
理
化
と
産
業
技
術
の
水
準
の
向
上
及
び
経
営
管
理
の
合
理
化
で
あ
っ

（
3
）

た
。　

企
業
、
と
り
わ
け
、
中
小
企
業
の
合
理
化
、
近
代
化
は
、
よ
り
基
本
的
な
方
策
と
し
て
は
、
企
業
の
集
中
化
（
中
小
企
業
の
場
合
は
、

と
り
わ
け
、
組
織
を
母
体
と
す
る
共
同
化
、
協
業
化
の
推
進
が
そ
の
基
本
的
方
策
と
な
る
）
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
が
、
他
に
診
断
指
導

制
度
と
金
融
制
度
が
そ
れ
を
側
面
的
に
助
成
し
て
行
く
機
能
を
も
つ
。
中
小
企
業
の
合
理
化
を
促
進
す
る
機
能
を
も
つ
企
業
診
断
制
度

は
、
す
で
に
、
昭
和
壬
二
年
＝
月
の
「
中
小
企
業
診
断
実
施
基
本
要
領
」
に
基
づ
き
、
各
県
及
び
五
大
都
市
を
実
施
機
関
と
し
て
開
始

さ
れ
、
昭
和
二
五
年
か
ら
は
各
県
に
対
し
て
、
補
助
金
を
交
付
し
、
中
小
企
業
の
診
断
事
業
の
育
成
強
化
が
図
ら
れ
た
が
、
あ
ま
り
効
果

は
あ
が
ら
な
か
っ
た
。

　
な
お
、
中
小
企
業
の
金
融
制
度
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
昭
和
二
三
年
八
月
中
小
企
業
金
融
対
策
要
綱
が
打
ち
出
さ
れ
、
中
小
企
業
の
資
金

調
達
力
を
補
完
し
て
、
不
況
下
で
経
営
難
に
陥
っ
て
い
る
中
小
企
業
を
救
済
す
る
た
め
、
昭
和
二
四
年
五
月
国
民
金
融
公
庫
の
創
設
、
昭

和
二
五
年
商
工
組
合
申
央
金
庫
の
再
建
が
見
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
、
産
業
（
企
業
）
合
理
化
政
策
の
実
現
を
裏
付
け
る
た
め
の
法
制
化
、
と
り
わ
け
、
中
小
企
業
法
制
は

　
　
　
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
中
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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ま
だ
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
㈲
　
産
業
（
企
業
）
合
理
化
政
策
と
申
小
企
業
法
制

　
内
外
諸
情
勢
の
変
化
を
背
景
と
し
て
、
昭
和
二
六
年
に
「
経
済
自
立
三
ヵ
年
計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
経
済
自
立
化
政
策
が
推
進
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
経
済
政
策
の
転
換
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
年
二
月
の
産
業
合
理
化
審
議
会
総
合
部
会
の
答
申
「
わ
が
国
産
業
合
理
化

方
策
に
つ
い
て
」
の
、
わ
が
国
経
済
の
自
立
は
産
業
の
合
理
化
を
大
幅
に
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
．
と
い
う
発
想
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
従
来
の
産
業
（
企
業
）
合
理
化
政
策
が
、
新
た
な
観
点
か
ら
、
展
開
懸
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
同
答
申
は
、
産
業
機
構
設
備
の
合
理
化
・
近
代
化
、
産
業
補
助
施
設
の
整
備
、
生
産
技
術
水
準
の
向
上
の
助
成
、
企
業
の
内
部
統
制
．

企
業
間
の
組
織
な
い
し
結
合
の
改
善
、
中
小
企
業
対
策
の
改
善
推
進
等
の
諸
施
策
を
綱
羅
し
て
い
た
．
そ
し
て
、
「
企
業
経
営
担
当
者
が

設
備
、
資
材
、
原
燃
料
、
労
働
力
資
金
等
を
適
時
適
切
に
結
合
運
営
し
、
経
営
能
率
を
最
高
度
に
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
企
業
合
理

化
が
達
せ
ら
れ
．
こ
の
た
め
に
は
、
　
「
予
算
を
申
軸
と
し
て
企
業
活
動
を
計
画
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
企
業
の
内
部
統
制
を
行

う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
同
答
申
の
意
図
す
る
産
業
合
理
化
は
、
従
来
と
同
様

に
個
別
企
業
の
合
理
化
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
更
に
、
　
「
企
業
と
企
業
の
組
織
な
い
し
結
合
を
巧
み
に

運
営
す
る
と
き
は
、
企
業
の
多
角
的
経
営
、
工
場
の
專
門
化
等
を
可
能
な
ら
し
め
、
産
業
の
合
理
化
を
飛
躍
的
に
実
現
せ
し
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
」
と
し
て
、
企
業
の
集
申
化
に
よ
る
産
業
の
合
理
化
の
有
効
性
を
認
め
、
そ
の
た
め
に
企
業
集
申
化
の
改
善
の
必
要
性
を
主
張

し
て
、
　
「
こ
れ
を
経
済
の
民
主
化
に
反
し
な
い
範
囲
内
で
行
う
た
め
に
、
私
的
独
占
禁
止
法
お
よ
び
事
業
者
団
体
法
の
改
正
を
行
う
べ
き

で
あ
る
。
」
と
独
禁
法
の
改
正
を
示
唆
し
て
い
た
。



　
そ
し
て
、
中
小
企
業
対
策
と
し
て
は
、

進
を
行
う
必
要
が
あ
る
、
と
し
た
。

（7）（6H5）（4）（3〉（2Hエ）

特
に
そ
れ
が
包
蔵
す
る
問
題
の
重
要
性
と
困
難
性
に
鑑
み
、
次
の
よ
う
な
申
小
企
業
の
改
善
促

　
　
と

　
こ
の
よ
う
に
、

化
（
企
業
集
中
化
）

　
し
か
も
同
答
申
は
、

業
の
合
理
化
と
が
あ
ら
ゆ
る
産
業
合
理
化
の
基
礎
と
な
る
、

重
点
的
施
策
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
こ
の
答
申
の
思
想
が
受
け
継
が
れ
て
、
企
業
合
理
化
促
進
法
、

　
　
　
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
中
小
企
業
法
制
の
変
遷

申
小
企
業
等
協
同
組
合
の
設
立
を
促
進
す
る
こ
と
。

申
小
企
業
協
同
組
合
の
運
営
に
つ
き
適
切
な
指
導
方
針
を
確
立
す
る
こ
と
。

中
小
企
業
診
断
制
度
を
改
善
普
及
す
る
こ
と
。

中
小
企
業
経
理
制
度
の
改
善
に
つ
き
適
当
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

申
小
企
業
に
対
す
る
税
制
な
ら
び
に
そ
の
運
用
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
。

申
小
企
業
の
金
融
間
題
解
決
に
つ
き
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

事
業
者
団
体
法
の
適
用
を
除
外
さ
れ
る
中
小
企
業
協
同
組
合
の
範
囲
を
拡
大
す
る
よ
う
申
小
企
業
等
協
同
組
合
法
を
改
正
す
る
こ

Q
　
　
　
　
周
答
申
は
、
中
小
企
業
の
合
理
化
、
近
代
化
施
策
と
し
て
、
診
断
、
指
導
、
金
融
、
税
制
等
の
諸
側
面
の
改
善
と
組
織

　
　
　
　
　
の
推
進
お
よ
び
そ
の
た
め
の
法
改
正
を
示
唆
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
産
業
合
理
化
政
策
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
電
源
開
発
、
新
造
船
の
拡
充
強
化
と
造
船
工
業
、
石
炭
鉱
業
、
鉄
鋼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
必
要
な
資
金
の
確
保
等
に
関
し
、
特
に
一
定
期
間

中
小
企
業
法
、

e

独
禁
法
、

そ
の
他
の
経
済
法
の
制
定
な
い
し

　
　
　
　
　
五
九
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は
改
正
が
行
わ
れ
た
。

　
昭
和
二
七
年
三
月
に
、
企
業
合
理
化
促
進
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
同
法
は
、
産
業
（
企
業
）
合
理
化
政
策
の
実
現
を
担
保
す
る
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

法
制
度
と
し
て
は
、
最
初
の
も
の
で
あ
っ
た
。
同
法
は
、
中
小
企
業
の
診
断
制
度
に
つ
い
て
も
規
定
を
設
け
、
ω
申
小
企
業
の
経
営
合
理

化
の
た
め
、
地
方
公
共
団
体
は
、
申
小
企
業
者
の
申
出
に
よ
り
、
そ
の
申
小
企
業
に
つ
い
て
診
断
お
よ
び
勧
告
を
行
い
（
第
ご
一
条
）
、

ω
国
は
、
そ
の
診
断
お
よ
び
勧
告
を
行
う
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を
交
付
す
る
（
第
ご
二
条
）
鑑
と
と
し
て

い
る
、
凱
の
よ
う
に
同
法
は
、
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
串
小
企
業
の
診
断
、
指
導
制
度
を
法
的
に
根
拠
づ
け
る
た
め
に
法
制
化
し
煮
も

の
で
あ
ウ
て
、
今
鷺
の
申
小
企
業
の
合
理
化
政
策
、
近
代
化
、
体
質
改
善
政
策
の
出
発
点
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
同
年
四
月
に
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
．
主
な
改
正
点
は
．
ω
中
小
企
業
の
規
模
を
従
業
員
一
〇
〇
人

（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
二
〇
人
）
か
ら
三
〇
〇
人
（
同
、
五
〇
人
）
に
拡
大
し
、
鱒
員
外
理
事
（
企
業
組
合
を
除
き
．
定
員
の
三
分
の
一
ま

で
常
任
が
で
き
る
）
を
容
認
し
、
翻
組
合
の
逮
営
が
不
当
、
不
法
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
行
政
庁
の
「
指
示
」
を
「
命
令
」
に
変

更
し
て
．
出
資
者
で
あ
る
零
細
企
業
者
の
権
利
と
取
引
の
完
全
の
保
護
を
図
る
こ
と
、
等
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
正
は
、
臼
δ
中
小
企
業
の
組

織
化
（
集
串
化
）
を
容
易
に
し
．
組
織
を
母
体
と
す
る
共
同
化
・
協
業
化
に
よ
る
企
業
合
理
化
．
近
代
化
、
体
質
改
善
、
な
い
し
は
中
小

企
業
の
経
済
的
地
位
の
向
上
を
促
進
す
る
機
能
を
も
っ
反
面
、
働
員
外
理
事
の
容
認
に
よ
り
、
組
合
の
自
主
性
を
阻
害
し
、
支
配
的
資
本

・
大
企
業
の
企
業
系
列
化
と
申
小
零
細
企
業
の
従
属
化
を
促
進
し
、
更
に
、
出
資
者
で
あ
る
零
細
企
業
者
の
権
利
と
取
引
の
安
全
の
保
護

と
引
き
換
え
に
、
命
令
権
を
背
景
に
国
家
権
力
の
監
督
の
強
化
に
よ
り
、
官
僚
統
制
を
強
化
す
る
途
を
法
的
に
認
め
た
点
で
、
中
小
企
業

保
護
法
制
と
し
て
は
大
幅
な
後
退
と
い
え
よ
う
。



　
ま
た
、
同
年
八
月
に
は
、
当
時
繊
維
部
門
中
心
の
不
況
下
に
あ
り
、
繊
維
者
団
体
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
異
例
の
議
員
立
法
と
し
て
、

特
定
申
小
企
業
安
定
臨
時
措
置
法
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法
は
、
こ
の
不
況
打
解
策
と
し
て
、
申
小
企
業
者
に
自
主
的
な
調
整
活
動
に
よ
る

経
営
の
安
定
化
を
図
ら
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
独
禁
法
に
対
す
る
最
初
の
適
用
除
外
立
法
で
あ
っ
た
。
同
法
の
主
要
構
造

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ω
　
中
小
企
業
を
中
心
と
す
る
工
業
部
門
に
属
す
る
業
種
に
お
い
て
、
不
況
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
、
当
該
業
種
の
一
定
地
区
内
の

事
業
者
が
調
整
組
合
を
設
立
し
て
共
同
行
為
（
不
況
ヵ
ル
テ
ル
）
を
行
う
こ
と
を
主
務
大
臣
が
公
取
委
の
同
意
を
得
て
認
可
す
る
。

　
圖
　
調
整
組
合
員
の
加
入
脱
退
の
自
由
、
議
決
権
・
選
挙
権
の
平
等
、
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
法
人
で
あ
る
こ
と
の
要
件
を
備
え
る
。

　
③
　
調
整
事
業
と
し
て
は
、
生
産
、
出
荷
数
量
、
生
産
設
備
に
関
す
る
制
限
の
み
を
行
う
。

　
㈲
　
申
小
企
業
以
外
の
者
の
調
整
組
合
へ
の
加
入
を
（
三
分
の
一
未
満
に
限
り
）
認
め
る
。

　
㈲
　
調
整
組
合
ま
た
は
連
合
会
か
ら
、
事
業
者
の
み
で
自
主
的
な
調
整
が
は
か
れ
な
い
と
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
、
通
産
大
臣
は
、

そ
の
業
種
の
全
経
営
者
に
対
し
て
、
そ
の
調
整
規
定
に
従
う
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
で
も
十
分
で
な
い
場
合
に
は
、
通

産
大
臣
は
、
勧
告
と
同
一
内
容
の
省
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
同
法
は
、
工
業
部
門
に
属
す
る
業
種
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
一
応
、
形
式
的
に
は
独
禁
法
に
基
づ
く
自
主
性
、

民
主
性
、
任
意
性
の
要
件
を
具
備
し
た
中
小
企
業
の
調
整
組
合
制
度
を
認
め
、
そ
の
共
同
行
為
を
法
認
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
経
済
的
弱

者
と
し
て
の
中
小
企
業
の
生
存
権
的
基
本
権
を
具
体
化
し
た
組
織
化
の
権
利
を
法
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
同
法
は
、
調

整
組
合
へ
の
支
配
的
資
本
・
大
企
業
の
加
入
を
認
め
て
い
る
点
で
、
中
小
企
業
の
組
織
の
自
主
性
を
阻
害
す
る
危
険
性
が
あ
り
、
更
に
、
強
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制
ヵ
ル
テ
ル
的
、
統
制
経
済
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
官
僚
統
制
化
す
る
危
険
性
も
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
独
禁
法
の
自
由
競
争
原
理

に
反
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
同
法
は
申
小
企
業
の
保
護
法
制
と
し
て
は
大
幅
な
後
退
、
変
質
を
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
法
律
の
制
定
に
続
い
て
翌
年
八
月
に
独
禁
法
の
大
幅
な
改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
改
正
は
、
不
況
ヵ
ル
テ
ル
・
合
理
化
カ
ル
テ
ル

の
容
認
と
企
業
合
同
の
規
制
の
緩
和
を
図
っ
た
も
の
で
、
独
占
資
本
の
容
認
、
強
化
と
支
配
的
資
本
を
申
心
と
す
る
支
配
体
制
、
寡
占
体

制
の
確
立
の
途
を
開
い
た
。

　
更
に
鉱
の
独
禁
法
の
改
正
に
従
ひ
て
、
同
月
特
定
申
小
企
業
安
定
臨
時
措
麗
法
が
改
正
さ
れ
て
、
串
小
企
業
安
定
法
と
改
称
．
恒
久
法

化
さ
れ
、
加
え
て
不
況
要
件
の
緩
和
と
調
整
事
業
の
範
囲
の
拡
大
（
さ
ら
に
販
売
方
法
、
販
売
価
格
、
原
材
料
の
購
入
方
法
．
購
入
価
格

の
制
限
を
追
加
）
が
図
ら
れ
て
、
申
小
企
業
の
ヵ
ル
テ
ル
化
（
集
申
化
）
が
一
層
容
易
に
な
っ
た
、

　
な
お
、
貿
易
部
門
に
お
け
る
独
禁
法
の
適
用
除
外
立
法
と
し
て
輸
出
入
取
引
法
が
昭
和
二
七
年
に
制
定
さ
れ
、
翌
年
改
正
が
あ
り
．
そ

の
後
も
改
正
さ
れ
て
．
当
時
の
不
況
打
解
策
、
安
定
対
策
と
し
て
貿
易
カ
ル
テ
ル
（
企
業
集
中
化
）
の
強
化
が
図
ら
れ
た
（
最
初
は
、
輸

出
取
引
法
と
し
て
輸
出
カ
ル
テ
ル
の
み
が
容
認
さ
れ
、
そ
の
後
輸
入
ヵ
ル
テ
ル
も
認
め
ら
れ
た
）
。
ま
た
昭
和
工
八
年
に
は
．
酒
類
製
造

業
と
酒
類
販
売
業
に
お
け
る
カ
ル
テ
ル
を
容
認
し
た
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
が
制
定
き
れ
、
更
に
同
年
に
は
、

企
業
の
組
織
化
法
と
し
て
商
工
会
議
所
法
も
制
定
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ま
で
に
見
ら
れ
た
経
済
法
制
は
．
産
業
合
理
化
審
議
会
の
答
申
の
思
想
が
受
け
継
が
れ
、
そ
こ
に
も
ら
れ
た
諸
施
策
が
具
体
的
に

法
制
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
動
乱
後
の
景
気
の
調
整
過
程
に
お
け
る
反
省
か
ら
、
独
立
を
契
機
と
し
て
、
法
制
上
、
経
済
政
策
、
産

業
政
策
の
転
換
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。



　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
後
昭
和
三
〇
年
頃
に
な
る
と
、
前
年
か
ら
継
続
し
た
循
環
的
不
況
や
貿
易
面
で
の
ガ
ツ
ト
正
式
加
入
や
生
産
性
向
上

運
動
の
展
開
等
の
新
た
な
経
済
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
、
新
た
に
経
済
拡
大
化
政
策
が
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
昭
和
二
九
年
八
月
大
蔵
省
か
ら
出
さ
れ
た
「
今
後
の
経
済
政
策
の
基
本
的
考
え
方
」
に
よ
れ
ば
、
　
「
産
業
政
策
に
お
い
て
は
、
乏
し
き

資
材
動
力
等
を
で
き
る
限
り
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
に
努
め
、
重
要
産
業
に
つ
い
て
は
適
正
な
産
業
規
模
を
想
定
し
長
期
的
な
合
理
化
計

画
を
樹
立
す
る
等
国
民
経
済
全
体
と
し
て
、
生
産
性
の
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
重
要
産
業
に
つ
い
て
、

長
期
合
理
化
計
画
に
基
づ
き
適
正
産
業
規
模
を
想
定
し
、
そ
れ
に
接
近
せ
し
め
る
努
力
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
経
済
全
体
的
観
点

か
ら
、
生
産
性
の
向
上
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
こ
こ
で
、
産
業
合
理
化
政
策
が
従
来
の
個
別
企
業
合
理
化
申
心
か
ら

産
業
構
造
合
理
化
申
心
に
転
換
し
て
お
り
、
産
業
構
造
改
善
政
策
の
繭
芽
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
も
今
後
失
業
対
策
と
雇
用
対
策
が
重

要
な
社
会
問
題
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
を
他
の
分
野
に
吸
収
す
る
た
め
の
経
済
規
模
の
拡
大
の
必
要
性
を
説
き
、
そ
の
た
め
に
は

「
貿
易
の
拡
大
を
政
策
の
重
要
な
支
桂
と
し
て
強
力
に
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
経
済
規
模
拡
大
論
、
貿
易
拡
大
論
を
展

開
し
て
い
る
。
更
に
財
政
金
融
政
策
に
つ
い
て
は
、
「
右
の
諸
政
策
を
資
金
面
か
ら
裏
付
け
る
意
昧
に
お
い
て
高
度
の
重
点
主
義
を
と
る

こ
と
と
す
る
」
と
し
、
し
か
も
諸
政
策
を
総
合
的
に
企
画
し
実
施
す
る
た
め
の
具
体
的
手
段
と
し
て
、
　
「
あ
る
程
度
は
、
統
制
措
置
を
必

要
と
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
『
自
由
経
済
か
統
制
経
済
か
』
と
い
っ
た
割
り
切
っ
た
考
え
方
を
す
べ
き
で
な
く
、
『
経

済
の
能
率
と
い
う
見
地
か
ら
自
由
競
争
原
理
や
企
業
の
自
己
責
任
の
原
則
を
十
分
に
活
か
し
つ
つ
、
国
民
経
済
全
体
の
見
地
か
ら
資
金
資

材
の
極
端
な
ロ
ス
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
行
政
能
力
の
限
界
を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
例
外
的
に
必
要
最
小
限
度
の
統

制
措
置
を
行
う
』
と
い
う
老
え
方
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
右
の
諸
施
策
を
総
合
的
有
機
的
に
実
現
す
る
た
め
の
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具
体
的
な
手
段
と
し
て
、
　
「
経
済
の
能
率
」
と
「
国
民
経
済
全
体
」
の
観
点
か
ら
、
統
制
措
置
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
大
蔵
省
の
「
今
後
の
経
済
政
策
の
基
本
的
な
考
え
方
」
が
思
想
的
背
景
と
な
っ
て
、
そ
の
後
の
政
府
の
経
済
政
策
は
、
従

来
の
そ
れ
に
比
し
て
、
宮
僚
統
制
的
且
つ
統
制
経
済
的
な
色
彩
が
よ
り
濃
厚
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
経
済
政
策
、
産
業
政

策
を
裏
付
け
る
た
め
の
法
制
化
（
独
禁
法
の
適
用
除
外
立
法
）
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
二
九
年
の
硫
安
工
業
合
理
化
及
び
硫

安
輸
出
調
整
臨
時
措
置
法
、
輸
出
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
と
昭
和
三
〇
年
の
石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
の
制
定
や
同
年
の
中

小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
改
正
と
申
小
企
業
安
定
法
の
改
正
等
は
、
こ
の
・
感
う
な
産
業
政
策
的
裁
点
か
ら
、
制
定
な
い
し
は
改
正
さ
れ
丸

も
の
で
あ
る
。

　
前
三
法
は
従
来
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
ヵ
ル
テ
ル
（
競
争
制
限
的
行
為
）
が
特
定
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
．
特
定
の
産
業
部
門

に
つ
い
て
特
定
の
政
策
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は
不
十
分
な
点
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
補
完
的
な
意
昧
を
も
つ
と
同
時
に
、
よ
り
官
僚

統
制
的
且
つ
強
制
カ
ル
テ
ル
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
硫
安
工
業
合
理
化
及
び
硫
安
輸
出
調
整
臨
時
措
置
法
と
石
炭
鉱
業

合
理
化
臨
時
措
置
法
は
、
硫
安
工
業
の
構
造
合
理
化
と
石
炭
鉱
業
の
構
造
合
理
化
（
石
炭
鉱
業
合
理
化
計
画
）
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
産
業
構
造
改
善
政
策
立
法
の
繭
芽
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
改
正
の
目
的
は
、
組
合
の
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
な
ら
び
に
そ
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
主
な
改
正
点
は
、
ω
組
合
の
設
立
、
定
款
変
更
、
合
併
に
認
可
制
を
採
用
（
以
前
は
定
款
の
認
証
の
み
）
、
　
③
役
員
の
選
出
に

つ
い
て
、
出
席
組
合
員
全
員
の
同
意
を
得
た
場
合
、
単
記
無
記
名
投
票
に
替
え
て
、
指
名
推
せ
ん
の
方
法
も
認
め
る
、
③
事
業
の
全
部
の

譲
渡
を
解
散
事
由
か
ら
削
除
し
、
全
部
譲
渡
後
で
も
新
事
業
が
行
え
る
こ
と
と
し
、
解
散
命
令
は
行
政
庁
が
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
等



で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
改
正
は
、
ω
認
可
権
と
命
令
権
を
背
景
と
す
る
国
家
権
力
の
経
済
過
程
へ
の
介
入
の
強
化
と
官
僚
統
制
の
強
化

へ
の
途
を
開
く
も
の
で
あ
り
、
⑧
役
員
選
出
方
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
支
配
的
資
本
・
大
企
業
の
支
配
化
と
中
小
企
業
の
従
属
化
、
支
配

的
資
本
・
大
企
業
に
有
利
な
優
良
中
企
業
の
ボ
ス
化
お
よ
び
協
同
組
合
組
織
の
自
主
性
と
民
主
性
の
阻
害
へ
の
途
を
法
認
す
る
も
の
で
あ
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っ
て
、
前
回
の
改
正
よ
り
も
更
に
後
退
、
変
質
し
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
申
小
企
業
安
定
法
の
改
正
の
目
的
は
、
当
時
の
申
小
企
業
の
慢

性
的
不
況
の
打
解
と
輸
出
貿
易
の
振
興
で
あ
っ
て
、
そ
の
改
正
点
は
、
ω
業
種
指
定
の
要
件
の
緩
和
と
調
整
規
定
の
認
可
の
要
件
の
緩

和
、
鋤
公
正
取
引
委
員
会
の
「
同
意
」
か
ら
「
協
議
」
へ
の
改
正
、
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
正
は
、
中
小
企
業
の
不
況
カ
ル
テ
ル
を
か
な
り

容
易
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
独
禁
法
の
番
人
と
し
て
の
公
正
取
引
委
員
会
の
権
限
を
「
同
意
」
か
ら
「
協
議
」
に
弱
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
逆
に
産
業
官
庁
の
自
由
裁
量
権
と
介
入
の
強
化
が
図
ら
れ
、
官
僚
統
制
の
色
彩
を
よ
り
濃
厚
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
法
の
性

格
が
更
に
変
わ
り
、
後
退
し
た
と
い
え
る
。

　
な
お
、
申
小
企
業
の
合
理
化
・
近
代
化
を
促
進
す
る
機
能
を
も
つ
制
度
と
し
て
は
、
昭
和
二
六
年
に
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
り
設
備
近

代
化
助
成
の
た
め
の
税
制
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
昭
和
二
七
年
に
は
、
企
業
合
理
化
促
進
法
に
よ
っ
て
各
種
の
特
別
償
却
制
度
を
創
設
し
、

同
法
に
よ
り
、
中
小
企
業
に
固
有
な
診
断
制
度
を
法
制
化
し
て
、
企
業
診
断
の
み
な
ら
ず
、
技
術
指
導
、
経
理
指
導
も
併
せ
て
行
う
こ
と

と
な
り
、
昭
和
二
七
～
八
年
頃
か
ら
は
診
断
の
対
象
が
従
来
の
個
別
の
工
場
・
商
店
か
ら
産
地
、
組
合
、
下
請
系
列
、
商
店
街
等
の
集
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
更
に
、
昭
和
二
九
年
か
ら
中
小
企
業
の
設
備
近
代
化
補
助
金
制
度
が
実
施
さ
れ
て
、
申
小
企
業
の
合
理
化
・
近
代
化

が
か
な
り
促
進
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
更
に
、
中
小
企
業
の
金
融
制
度
と
し
て
は
、
昭
和
二
六
年
相
互
銀
行
法
、
信
用
金
庫
法
、
昭
和
二
八
年
中
小
企
業
金
融
公
庫
法
の
成
立

　
　
　
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
中
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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を
見
た
が
、
ま
た
申
小
企
業
の
金
融
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
信
用
補
完
制
度
と
し
て
、
昭
和
二
五
年
申
小
企
業
信
用
保
険
法
、
昭
和
二
八

年
信
用
保
証
協
会
法
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
ま
で
に
中
小
企
業
の
金
融
制
度
は
一
応
の
整
備
が
行
な
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

ら
の
申
小
企
業
の
金
融
関
係
法
は
、
中
小
企
業
に
対
す
る
特
別
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
申
小
企
業
の
不
況
対

策
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
合
理
化
・
近
代
化
、
企
業
の
集
申
化
を
金
融
・
信
用
補
完
の
側
面
か
ら
助
成
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
に
お
い
て
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
．
こ
の
時
期
（
第
一
期
）
に
お
い
噌
、
は
、
す
で
に
末
期
に
お
い
て
産
業
構
造
改
善
政
策
立
法
の
繭

芽
が
見
ら
れ
た
が
、
し
か
し
、
申
小
企
業
独
自
の
構
造
改
善
政
策
立
法
の
繭
芽
は
ま
だ
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
戦
後
の
経
済
復
興

過
程
を
通
し
て
、
重
要
産
業
重
点
主
義
（
と
り
わ
け
大
企
業
の
保
護
主
義
）
に
よ
り
、
独
占
資
本
の
復
活
強
化
と
支
配
的
資
本
を
申
心
と

す
る
支
配
体
制
、
寡
占
体
制
の
確
立
を
指
向
す
る
産
業
保
護
政
策
を
基
調
と
し
な
が
ら
、
政
府
の
経
済
政
策
は
対
臼
占
領
政
策
の
転
換
、

独
立
等
の
諸
条
件
の
変
化
に
対
応
し
て
政
策
転
換
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
．
数
次
の
改
正
に
よ
り
独
禁
法
制
は
後
退
、
形
骸
化
さ

れ
、
し
か
も
独
禁
法
制
を
積
極
的
に
支
え
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
中
小
企
業
の
保
護
法
制
も
、
組
織
化
法
を
中
心
に
、
後
退
、

変
質
し
て
き
た
。

　
　
註

　
　
G
9
　
同
法
に
よ
り
、
商
工
協
同
組
合
法
、
市
街
地
信
用
組
合
法
が
廃
止
き
れ
た
。

　
　
ω
　
金
沢
良
雄
「
産
業
構
造
法
の
変
革
」
法
律
時
報
第
九
一
巻
第
二
一
号
二
九
頁
は
、
原
始
独
占
禁
止
法
を
恒
久
的
産
業
構
造
法
を
形
成
す
る
も
の

　
　
　
　
と
し
て
把
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
今
厨
の
産
業
構
造
法
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
資
本
主
講
的
経
済
静
盗
を
構
成
す
る
。
し
か
も
そ



（3〕（4）（5）

れ
は
、
自
由
公
正
な
企
業
活
動
を
可
能
な
ら
し
め
、
こ
れ
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
の
意
味
に
お
い
て
、
純
粋
の
、
あ
る
い
は
、
本
来
的
の
資

本
主
義
経
済
構
造
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
。
逆
に
い
え
ば
、
資
本
主
義
経
済
の
公
式
的
な
宋
期
的
発
展
と
み
ら
れ
る
独
占
資
本
主
義
的
経
済
構

造
を
破
砕
し
、
そ
の
再
生
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
。
財
閥
解
体
法
と
経
済
力
集
中
擁
除
法
は
、
そ
の
過
渡
的
役
割
を
は
た
し
つ
つ
や
が
て
消
滅

し
、
独
占
禁
止
法
こ
そ
が
、
こ
の
資
本
主
義
的
経
済
構
造
を
保
障
す
べ
き
恒
久
的
産
業
構
造
法
を
形
成
す
る
。
」

企
業
合
理
化
の
問
題
と
し
て
、
設
備
・
技
術
の
問
題
と
な
ら
ん
で
重
要
な
問
題
は
財
務
管
理
、
生
産
管
理
、
労
務
管
理
等
の
い
わ
ゆ
る
経
営
管

理
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
戦
前
の
産
業
合
理
化
の
時
代
に
お
い
て
も
、
能
率
の
増
進
の
見
地
か
ら
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
戦

後
に
お
い
て
も
同
様
、
企
業
合
理
化
推
進
上
の
重
要
な
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
（
産
業
合
理
化
白
書
（
昭
和
三
二
年
コ
一
月
）
「
産
業

合
理
化
の
施
策
の
展
開
」
）

こ
の
法
律
の
主
な
構
造
は
、

①
　
技
術
の
向
上
を
促
進
す
る
た
め
、
一
定
の
試
験
研
究
を
行
う
者
に
対
し
て
、
補
助
金
の
交
付
、
政
府
所
有
施
設
の
貸
与
を
行
う
と
と
も
に

　
試
験
研
究
用
機
械
設
備
等
の
特
別
償
却
（
三
年
間
の
短
期
均
等
償
却
）
を
認
め
、
ま
た
固
定
資
産
税
の
減
税
を
図
る
こ
と
。

②
　
機
械
設
備
等
の
近
代
化
を
促
進
す
る
た
め
、
重
要
産
業
の
近
代
化
機
械
設
備
等
の
特
別
償
却
（
初
年
度
二
分
の
一
償
却
）
を
認
め
ま
た
固

　
定
資
産
税
の
減
免
を
図
る
こ
と
。

③
道
路
・
港
湾
等
企
業
の
合
理
化
に
資
す
る
産
業
関
連
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
、
特
別
の
途
を
講
ず
る
こ
と
。

の
ヨ
点
で
あ
る
。

　
こ
れ
等
の
事
情
の
う
ち
に
は
、
法
律
制
定
前
よ
り
実
施
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
を
明
文
化
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
試
験
研
究
の
促
進
や
重
要
産

業
の
合
理
化
促
進
の
た
め
の
税
法
上
の
特
別
措
置
の
創
設
や
、
産
業
関
連
施
設
整
備
の
促
進
の
た
め
の
措
置
の
法
制
化
は
、
そ
の
後
の
企
業
合

理
化
の
促
進
に
大
き
な
役
割
り
を
演
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。

も
と
も
と
経
済
的
弱
者
と
し
て
の
中
小
企
業
は
そ
の
臼
主
的
な
組
織
力
を
背
景
に
、
そ
の
経
済
的
地
位
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る

が
、
現
実
に
い
ま
だ
自
主
的
な
組
織
力
の
脆
弱
な
場
合
に
は
、
国
家
権
力
が
、
　
一
方
で
、
経
済
的
強
者
と
し
て
の
支
配
的
資
本
・
大
企
業
の
経

済
力
の
乱
用
を
防
止
し
、
他
方
で
経
済
的
弱
者
と
し
て
の
中
小
企
業
の
組
織
力
の
強
化
を
助
成
す
る
た
め
に
、
そ
の
組
織
へ
介
入
す
る
こ
と
が

戦
後
の
爲
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
中
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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必
要
と
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
国
家
権
力
の
経
済
的
弱
者
の
組
織
に
対
す
る
介
入
は
そ
の
組
織
の
慮
主
性
・
民
主
性
を
阻
害
し
な
い
範
囲
で

必
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
度
を
こ
え
る
介
入
は
、
経
済
的
弱
者
の
保
護
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
法
案
の
提
案
理
由
は
、
小
笠
委
員
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
（
第
二
二
回
國
会
衆
議
院
商
工
委
議
録
篁
三
号
）
。

　
「
中
小
企
業
の
当
面
す
る
困
難
な
諸
問
題
…
…
な
か
ん
ず
く
企
業
が
零
細
で
あ
り
、
過
剰
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
ま
す
る
遇
当
な
競
争
に
よ

る
幣
害
は
、
顕
薯
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
申
小
企
業
が
わ
が
国
の
経
済
に
滋
め
て
お
り
ま
す
る
璽
要
性
に
か
ん
が
み
、
す
み
や
か
に
こ
れ
が

対
策
を
講
じ
て
、
業
界
を
安
定
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
申
小
企
業
安
定
法
は
、
こ
の
趣
旨
に
基
づ
き
制
定

3
れ
た
も
の
で
あ
り
蕊
し
て
、
申
小
企
業
が
、
そ
の
製
品
の
需
給
均
衡
を
著
し
く
失
し
．
不
況
に
陥
り
ま
し
た
場
合
に
お
い
て
、
需
給
調
整
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
奪
る
よ
う
に
し
．
も
㍗
て
申
小
企
業
の
安
定
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
む
ま
す
．
－
－
貯
…
こ
の
法
律
に
基
づ
き
．

輔
一
三
業
種
に
わ
た
ひ
て
．
二
醤
を
こ
え
る
調
整
組
合
が
設
立
せ
ら
れ
、
ぞ
れ
ぞ
れ
調
整
濤
動
を
行
な
っ
て
お
り
、
ま
た
法
第
二
九
条
に
基
づ
く

ア
ウ
ト
サ
ぜ
ダ
ー
規
制
命
令
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
串
小
企
業
者
の
当
面
す
灘
不
況
の
打
解
に
一
応
の
成
果
を
あ
げ
て
・
㌫
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
最
近
欝
本
経
済
が
い
わ
ゆ
る
正
常
化
の
方
向
に
進
む
に
つ
れ
て
、
申
小
企
業
の
い
わ
ば
慢
性
的
不
況
の
状

態
は
放
置
す
る
こ
と
を
許
き
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
の
み
な
ら
ず
、
過
渡
の
競
争
の
結
果
輸
出
産
業
の
面
に
お
い
て
も
国
家
的
に
多
大
の

損
失
を
見
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
り
ま
す
。

　
今
回
の
安
定
法
改
正
案
の
趣
旨
と
い
た
し
ま
す
る
点
は
、
法
律
施
行
後
の
経
験
と
、
最
近
に
お
け
る
上
述
の
よ
う
な
事
態
の
要
講
と
に
応
じ

ま
し
て
、
こ
の
法
律
の
適
用
要
件
に
つ
き
、
　
い
わ
ゆ
る
不
況
要
件
を
緩
和
す
る
ほ
か
、
輸
出
貿
易
の
振
興
の
た
め
に
も
適
用
し
得
る
よ
う
に
し

て
、
機
宜
に
応
じ
、
か
つ
．
弾
力
的
に
運
用
し
得
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
、
　
そ
れ
と
と
も
に
調
整
事
業
の
範
囲
を
若
工
、
拡
張
す
る

た
め
に
所
要
の
改
蕉
を
行
な
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
」

通
産
省
は
、
昭
和
二
九
年
九
月
に
中
小
機
械
工
業
設
備
近
代
化
資
金
三
億
五
千
万
円
の
融
資
対
策
方
針
を
決
定
し
た
。



三
、
企
業
集
中
の
実
態
分
析

　
こ
こ
で
は
、
中
小
企
業
の
企
業
集
申
の
形
態
と
し
て
の
合
併
、
法
律
に
基
づ
く
組
織
化
（
組
合
）
、
　
組
織
を
母
体
と
す
る
共
同
化
、
協

業
化
、
ヵ
ル
テ
ル
等
の
実
態
分
析
を
通
し
て
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
中
小
企
業
法
制
の
客
観
的
役
割
の
評
価
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
ω
　
合
併
　
ま
ず
昭
和
二
二
年
か
ら
二
四
年
ま
で
の
時
期
に
は
、
合
併
件
数
は
相
対
的
に
少
な
く
、
中
小
企
業
（
合
併
後
の
資
本
金
五

千
万
円
未
満
）
の
合
併
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
大
企
業
の
合
併
が
見
ら
れ
な
い
理
由
は
、
独
禁
法
の
厳
格
な
合
併
規
制
に
求
め
る
よ
り

は
、
む
し
ろ
金
融
機
関
再
建
整
備
法
・
企
業
再
建
整
備
法
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
企
業
整
備
が
中
心
課
題
で
あ
っ
た
た
め
、
合
併
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

り
経
営
・
生
産
規
模
の
拡
大
を
は
か
る
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
中
小
企
業
の
合
併
数
が
多
い
の
は
、
申
小
企
業
診
断

制
度
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
合
併
に
よ
っ
て
経
営
の
合
理
化
を
図
る
こ
と
に
努
力
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
昭
和
二
五
年
か
ら
三
〇
年
ま
で
の
時
期
は
、
合
併
総
数
で
は
、
二
五
年
四
二
〇
、
二
六
年
三
三
一
、
二
七
年
三
八
五
、
二
八
年
三

四
四
、
二
九
年
三
二
五
、
三
〇
年
三
三
八
、
と
二
六
年
に
激
減
し
て
そ
れ
以
後
は
三
〇
〇
台
を
保
っ
て
お
り
、
中
小
企
業
の
合
併
総
数

は
、
二
五
年
四
〇
六
、
二
六
年
三
〇
九
、
二
七
年
三
四
二
、
二
八
年
二
九
一
、
二
九
年
二
七
八
、
三
〇
年
三
〇
〇
と
二
六
年
以
降
激
減
し
て

い
る
が
、
や
は
り
申
小
企
業
の
合
併
数
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
大
企
業
の
合
併
が
次
第
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
逆

に
資
本
金
一
〇
〇
万
円
未
満
の
小
零
細
企
業
の
合
併
数
は
、
減
少
傾
向
を
た
ど
っ
て
お
り
、
申
小
企
業
内
部
で
も
資
本
金
一
〇
〇
万
円
以

上
の
企
業
と
、
資
本
金
一
〇
〇
万
円
未
満
の
企
業
と
の
間
で
は
、
合
併
数
に
格
差
が
見
ら
れ
、
こ
の
事
実
か
ら
中
小
企
業
内
部
に
お
け
る

　
　
　
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
中
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

階
層
分
化
現
象
の
兆
候
が
う
か
が
わ
れ
、
更
に
、
不
況
後
に
合
併
数
の
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
傾
向
の
背
景

と
し
て
は
、
ω
独
禁
法
の
改
正
に
よ
る
合
併
規
制
の
緩
和
、
③
不
況
打
解
策
と
し
て
の
合
併
に
よ
る
経
営
合
理
化
の
促
進
、
㈲
産
業
（
企

業
）
合
理
化
政
策
の
推
進
、
㈲
大
企
業
を
申
心
と
す
る
重
要
産
業
重
点
主
義
の
産
業
政
策
の
推
進
に
よ
る
業
界
再
編
成
、
企
業
系
列
化
の

促
進
、
㈲
中
小
企
業
の
組
織
化
法
（
協
同
組
合
法
、
安
定
法
）
の
制
定
な
い
し
は
改
正
に
よ
る
申
小
企
業
の
組
織
化
の
推
進
、
㈲
金
融
、

税
制
、
診
断
指
導
制
度
等
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
等
が
指
摘
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

　
鋤
　
組
織
化
　
串
小
企
業
等
協
岡
組
合
法
に
基
づ
く
事
業
協
同
組
合
数
は
、
昭
和
二
四
年
一
、
八
九
〇
か
ら
二
五
年
に
は
＝
二
四
八
二

と
激
増
し
、
そ
の
後
は
二
六
年
一
五
、
七
四
六
、
二
七
年
一
七
．
六
八
三
、
二
八
年
二
〇
、
三
五
〇
、
二
九
年
二
二
、
二
八
七
．
三
〇
年

一
一
三
．
三
三
〇
と
順
調
な
伸
び
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
企
業
組
合
数
は
二
四
年
三
二
二
と
僅
少
な
の
に
比
べ
、
二
五
年
五
、
一
〇
三
、
二

六
年
九
、
榊
二
六
と
急
増
し
、
そ
の
後
は
二
七
年
一
〇
．
二
〇
五
、
二
八
年
一
〇
八
八
五
、
二
九
年
二
．
一
四
二
、
三
〇
年
一
〇
、
九

三
六
と
ほ
ぼ
一
万
台
を
維
持
し
て
お
り
、
信
用
協
同
組
合
数
は
二
五
年
六
二
六
、
二
六
年
六
四
〇
で
二
七
年
以
降
は
半
減
し
て
三
二
六
、

三
六
六
、
三
八
一
、
三
九
〇
と
三
〇
〇
台
を
維
持
し
て
お
り
、
更
に
、
火
災
共
済
協
同
組
合
数
は
二
七
年
僅
か
に
一
、
そ
れ
以
降
は
七
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

一
五
、
二
〇
と
僅
少
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
事
業
協
同
組
合
と
企
業
組
合
の
数
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
二
四
年
に
僅
少
な
理
由
は
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合

法
が
制
定
さ
れ
て
間
も
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
後
の
増
加
現
象
の
理
由
は
、
ω
同
法
の
後
退
的
な
改
正
に
よ
り
組
織
化

が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
、
③
産
業
合
理
化
政
策
の
推
進
に
よ
り
、
金
融
税
制
面
で
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
、
③
企
業
合
理
化
促
進

法
に
基
づ
き
診
断
指
導
制
度
を
拡
充
強
化
し
た
こ
と
等
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。



　
㈹
　
協
同
組
合
に
よ
る
共
同
事
業
　
中
小
企
業
の
協
同
組
合
に
よ
る
共
同
経
済
事
業
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
昭
和
二
二
年
か
ら
、
共
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

施
設
に
対
す
る
国
の
補
助
金
制
度
が
実
施
き
れ
て
い
た
が
、
昭
和
二
四
～
五
年
頃
ま
で
は
、
共
同
事
業
の
不
振
が
顕
薯
で
あ
っ
た
。
こ
の

た
め
政
府
は
昭
和
二
六
年
に
共
同
事
業
施
設
補
助
金
を
大
幅
に
増
額
し
、
そ
の
後
毎
年
そ
の
塔
額
を
行
っ
て
そ
の
事
業
の
促
進
を
図
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

た
め
組
合
の
共
同
事
業
は
、
漸
次
活
濃
と
な
り
、
し
か
も
そ
の
後
政
府
の
中
小
企
業
に
対
す
る
診
断
指
導
の
対
象
範
囲
が
拡
大
強
化
さ

れ
、
昭
和
二
八
年
ま
で
に
一
、
壬
二
四
組
合
に
対
し
、
六
五
五
、
五
〇
一
千
円
の
補
助
金
が
出
さ
れ
た
。
更
に
、
昭
和
二
九
年
か
ら
中
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

企
業
の
設
備
近
代
化
補
助
金
制
度
が
実
施
さ
れ
て
、
共
同
事
業
は
よ
り
一
層
活
濃
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
中
小
企
業
の
組
織
化
な
い
し
は
組
織
を
母
体
と
す
る
共
同
化
は
中
小
企
業
自
体
の
利
益
に
の
み
奉
仕
す
る
も
の
で
な
く
、
そ

れ
は
、
支
配
的
資
本
の
介
入
な
い
し
は
参
加
に
よ
り
中
小
企
業
の
自
主
性
は
阻
害
さ
れ
て
、
組
合
の
下
請
化
、
系
列
化
を
通
し
て
支
配
的

資
本
に
よ
る
組
合
構
成
員
の
一
括
支
配
化
を
促
ら
す
方
向
で
進
行
す
る
側
面
の
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㈲
　
カ
ル
テ
ル
　
朝
鮮
動
乱
か
ら
、
繊
維
申
心
の
不
況
に
よ
り
勧
告
操
短
や
地
下
カ
ル
テ
ル
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
昭
和
二

七
年
に
特
定
申
小
企
業
安
定
臨
時
措
置
法
が
制
定
さ
れ
て
、
中
小
企
業
の
経
営
の
安
定
化
を
図
る
た
め
の
不
況
カ
ル
テ
ル
が
容
認
さ
れ
る

と
と
も
に
、
二
八
年
の
独
禁
法
改
正
に
よ
り
一
般
的
不
況
カ
ル
テ
ル
と
合
理
化
カ
ル
テ
ル
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
カ
ル
テ

ル
件
数
は
ま
だ
相
対
的
に
少
な
く
、
そ
の
総
数
は
、
昭
和
二
八
年
五
三
、
二
九
年
七
九
、
三
〇
年
一
六
二
で
、
そ
の
う
ち
、
特
定
申
小
企

業
安
定
臨
時
措
置
法
に
基
づ
く
不
況
カ
ル
テ
ル
が
圧
倒
的
に
多
く
、
し
か
も
二
八
年
五
三
、
二
九
年
七
一
、
三
〇
年
一
四
三
と
急
増
し
て

（
7
）

い
る
。
こ
の
時
期
に
は
第
二
期
以
降
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
ヵ
ル
テ
ル
立
法
は
ま
だ
少
な
か
っ
た
。
な
お
、
特
定
中
小
企
業
安
定
臨

時
措
置
法
は
、
二
八
年
と
三
〇
年
に
改
正
さ
れ
、
不
況
ヵ
ル
テ
ル
の
要
件
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
、
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
た
め
に
、
中

　
　
　
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
申
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

　
　
　
東
洋
法
学

小
企
業
の
ヵ
ル
テ
ル
化
が
一
層
容
易
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ω
申
小
企
業
の
カ
ル
テ
ル
の
慢
性
化
が
中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
の
努
力
を
減
殺
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
）

か
え
っ
て
、
経
済
の
硬
直
化
、
動
脈
硬
化
を
き
た
し
、
経
済
の
二
重
構
造
を
温
存
せ
し
め
る
危
険
性
が
あ
り
、
ま
た
、
鋤
申
小
企
業
の
カ

ル
テ
ル
は
大
企
業
の
参
加
に
よ
り
、
必
ず
し
も
申
小
企
業
自
身
の
利
益
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
大
企
業
の
取
奪
の
た
め
に
奉
仕
す
る
機

能
を
も
つ
側
面
の
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
実
態
分
析
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
．
中
小
企
業
の
企
業
集
申
の
進
行
過
程
で
、
同
時
に
、
支
配
的
資
本
・
大
企
業
の
企
業
再

編
甑
嫉
、
下
請
化
、
系
列
化
が
進
行
し
て
支
配
的
資
本
・
大
企
業
と
申
小
企
業
と
の
補
完
関
係
が
強
化
さ
れ
た
が
、
麟
、
れ
は
大
企
業
に
払
㍍
っ

て
有
利
な
申
企
業
の
保
護
育
成
に
傾
き
．
そ
の
他
の
小
零
細
企
業
に
と
っ
て
は
不
利
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
金
融
・
税
制

・
指
導
の
面
か
ら
も
こ
の
傾
向
を
促
進
せ
し
め
る
役
割
が
果
さ
れ
た
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
企
業
集
申
化
法
制
を
中
心
と

す
る
経
済
法
制
、
と
り
わ
け
、
中
小
企
業
法
制
は
申
小
企
業
に
と
っ
て
十
分
な
保
護
法
制
と
し
て
機
能
す
る
に
は
至
ら
ず
、
国
家
権
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

監
督
の
強
化
と
官
僚
統
制
的
な
性
格
の
強
化
を
図
り
な
が
ら
、
支
配
的
資
本
・
大
企
業
の
再
編
成
、
下
請
化
、
系
列
化
の
進
行
に
よ
り
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

配
従
属
関
係
が
形
成
拡
大
さ
れ
て
、
収
奪
機
構
と
し
て
展
開
す
る
た
め
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
よ
か
ろ
う
。

（il註

木
元
錦
裁
「
企
業
合
併
を
め
ぐ
る
国
家
と
法
と
そ
の
役
割
に
関
す
る
若
午
の
考
察
」
明
大
社
研
紀
要
第
六
集
八
九
頁
、
宮
坂
富
之
助
「
独
禁
法



（6）（51（4）（31（2）（8）（7）（9）鯛

の
変
質
遍
程
」
法
律
時
報
第
四
〇
巻
第
九
号
二
一
頁
。

別
表
王
参
照
。

別
表
五
、
璽
参
照
。

「
日
本
中
小
企
業
政
策
小
史
」
月
刊
中
小
企
業
一
九
六
五
年
二
一
月
号
二
二
頁
。

「
日
本
中
小
企
業
政
策
小
史
し
月
刊
中
小
企
業
一
十
六
五
年
一
二
月
号
ニ
ニ
頁
。

福
島
久
｝
。
中
山
金
治
「
中
小
企
業
の
『
近
代
化
』
敷
策
」
、
市
川
弘
勝
編
著
現
代
β
本
の
中
小
企
業
五
〇
頁
は
、
こ
の
補
助
金
制
度
は
「
系

列
下
講
企
業
の
設
備
の
老
朽
化
が
親
企
業
の
生
産
力
展
開
の
足
を
ひ
っ
ぱ
る
事
態
に
注
目
し
は
じ
め
た
こ
と
を
意
味
し
、
：
…
協
同
組
合
員
尋

対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
県
の
施
設
に
た
い
す
る
補
助
と
い
う
形
式
を
と
り
、
そ
の
た
め
、
有
力
親
企
業
の
保
証
が
え
ら
れ
る
系
列
優

良
企
業
に
有
利
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
性
格
は
、
今
日
に
お
い
て
も
継
承
き
れ
て
お
り
、
大
企
業
か
ら
み
て
補
完
的
役
割
の
重
視
き
れ
る
も

の
が
、
い
つ
で
も
助
成
の
対
象
と
な
る
」
と
し
て
い
る
、

別
表
W
参
照
。

金
沢
良
雄
、
　
「
カ
ル
テ
ル
を
め
ぐ
る
通
産
行
政
」
経
営
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
季
刊
｝
号
二
｝
～
五
頁
、
正
田
彬
・
富
山
康
吉
共
著
、
法
と
経
済

（
法
律
文
化
社
）
一
二
頁
参
照
。

正
田
彬
，
富
山
康
吉
共
著
、
法
と
経
済
（
法
律
文
化
社
）
九
二
頁
以
下
は
、
系
列
あ
る
い
は
系
列
化
塗
ぢ
に
類
型
化
し
て
、
第
一
は
、
支
配

的
資
本
大
企
業
の
結
合
、
と
り
わ
け
、
金
融
資
本
を
頂
点
と
し
た
支
醍
的
資
本
・
大
企
業
の
集
団
を
系
列
と
し
て
把
え
、
第
二
は
・
支
配
的
資

本
・
大
企
業
が
申
小
企
業
、
と
り
わ
け
、
優
秀
な
中
小
企
業
を
そ
の
支
配
下
に
組
み
込
ん
で
形
成
す
る
系
列
と
し
、
両
者
に
関
し
て
は
、
企
業

の
結
合
、
系
列
の
形
成
の
手
段
、
あ
る
い
は
、
系
列
の
果
た
す
取
引
社
会
に
お
け
る
役
割
が
異
な
る
の
で
、
法
的
な
場
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
方

も
異
な
る
と
し
て
、
両
者
に
対
す
る
経
済
法
制
の
対
応
の
仕
方
と
そ
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
問
題
点
を
整
理
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
お
け
る
業
界
再
編
成
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
次
の
四
つ
に
類
型
化
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
（
経
済
企
爾
庁
、
　
「
業
界
再
編
成
に
つ

い
て
「
（
昭
和
三
〇
年
輔
○
月
）
。
す
な
わ
ち
、
①
大
企
業
相
互
あ
る
い
は
申
規
模
メ
ー
カ
…
と
の
競
争
激
化
に
よ
っ
て
大
企
業
が
カ
を
拡
大

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
競
争
を
通
じ
て
の
大
企
業
再
編
成
で
あ
っ
て
、
生
産
面
お
よ
び
販
売
網
の
強
化
を
図
ろ
う
と
す
る
動
き
、
②
経
営
合

戦
後
の
縫
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
申
小
企
業
法
制
の
変
遷
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四

理
化
を
早
く
す
る
た
め
の
再
編
成
で
あ
っ
て
、
企
業
間
の
共
同
行
為
で
業
界
全
体
と
し
て
の
合
理
化
方
策
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
動
き
、
③
業

界
全
体
の
安
定
の
た
め
に
強
度
に
業
界
の
結
合
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
石
炭
綿
紡
等
の
生
産
カ
ル
テ
ル
的
な
動
き
、
④
財
閥
系
会
社
が
各

産
業
界
で
の
指
導
的
な
地
位
を
占
め
る
動
き
、
で
あ
る
。
な
お
、
主
要
な
業
界
の
動
き
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
鉄
鋼
で
は
、
生
産
部
門
で
は
、
朝

鮮
動
乱
後
、
業
界
再
編
は
第
一
段
階
は
メ
ー
ヵ
ー
系
列
化
．
第
二
段
階
は
メ
ー
ヵ
…
の
合
併
あ
る
い
は
資
本
提
携
と
い
う
形
で
行
わ
れ
、
流
通

部
門
で
は
、
一
貫
三
社
（
八
幡
・
富
士
・
鋼
管
）
等
は
各
社
と
も
四
〇
社
以
上
の
問
屋
を
か
か
え
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
　
二
九
年
の
デ
フ

レ
を
契
機
に
整
理
に
の
り
出
し
．
　
一
方
有
力
問
屋
を
持
た
な
い
メ
ー
ヵ
ー
は
取
引
問
屋
の
合
併
等
に
よ
っ
て
強
化
を
図
っ
て
き
た
。
電
気
銅
電

線
で
は
．
産
銅
会
社
ξ
電
線
会
社
多
電
気
メ
ー
カ
ー
と
い
う
原
料
供
給
面
か
ら
の
つ
な
が
り
に
よ
る
系
列
化
の
動
蓉
は
一
段
と
活
発
化
し
た
、

電
気
機
械
で
は
、
東
芝
・
月
立
・
三
菱
等
は
縁
と
ん
ど
の
大
手
メ
ー
カ
ー
で
販
売
部
門
強
化
の
動
き
が
晃
ら
れ
た
。
石
炭
で
は
、
石
炭
鉱
業
合

理
化
法
に
よ
り
、
生
産
数
量
、
販
売
価
格
に
つ
い
て
の
カ
ル
テ
ル
化
が
可
能
と
な
っ
た
．
綿
紡
績
で
は
．
生
産
調
節
・
過
剰
設
備
の
処
理
等
い

ず
れ
も
業
界
の
協
調
で
ダ
ン
ピ
ン
グ
を
阻
止
し
、
価
格
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
．
ま
た
綿
業
界
の
合
理
化
カ
ル
テ
ル
の
進
行
と
と
も
に
禽
併
等

の
集
申
に
よ
る
業
界
の
再
編
成
も
進
行
し
た
。



戦
後
の
日
本
に
お
け
る
産
業
構
造
改
善
政
策
と
申
小
企
業
法
制
の
変
遷
　
8

29年

　6

i5

15i

33

73

30年 31年 32年33年

11　10

13　18

141i50

47　75

88・89

　2

三8

135

84

98

　4

10

152

85

81

34年

　3

　9

三49

95

94

　　1
35年36年

　2

　8

ま44

三〇〇

94

　2

　6

147

125

i76

278　300　342　382　332　350　348　456

47
て
⊥
《
》
1

9
0σ

《
V

6Ω
U
哩
⊥

4

1
0

6Ω
》
！

3

7
i

3 130

　3

　2

37年

　6

　9

146

131

221

38年39年

　O

u
i88

187

320

　3

　5

182

160

3ま3

40年

　1

　6

220

i69

318

706i

　l
66317・4

毅年
蔀
月

　1

1！1

2・51

ま42i

34岩

　1

　1

　6

177

！42

266

513 700　　593

325　338　381 398381

4
5
2

ワ
’
　

1

2

6
3
3

91 188

　4

　9

4
Q
り
3

7王

468

1641、47

　2　　　3

5i5
　1

413　440　59ま　715　　997 894
　ξ
87製　748

3．42年度は，4月から12月末までの件数である。

32年 33年

23，9441

　456
　　26

　324　（14）

24，612

　406
　　28

34年　35年

25，015

　461
　　33

326

20，095

　468
　　34

371

36年

21，309

　480
　　35

387

37年

22，907

　5GO
　　36

393
　4
（一）

　　1
38年1

24，3i4

517

　36
984

（39）

396
365
（1）

39年

25，72ま

　523
　　36
1，099

　（41）

　405
　536
　（1）

40年 毒年
蕉
在

馨
3
現

27禦ll鷹
　　37　38138

騨講
　402　　　4181　　435

1顎劉．（1男

七
五

28　年 29　年

・α885i・鳥・42

30　年

三〇，936

3！年

10，680

32　年

10，420

33　年

三〇，548

34　年

工0，527



別表工　資本金別合併受理件数（独占禁止政策慧麟三史より作成）

一
一
一
配 度瞬
資本金　　　～＼

　　　　灘万円未満、

　5（1万円以上欝0万1
　　　　　　円未満i

loOが　500門
500　zグ！，000　が

エ・000が5脚がi

（小　計）

5，000万円以上50億
　　　　　円未満

　50　〃　　笈00〃

100　〃

誌
麗

23年

309

2戦隠年
　麹　、鐘，
　　　　　i『
　　　　細
　　　　　l

　　　　　l
　　　　欝71
　　　　　／

　　　　7ii

　　　　6工
　　　　　t

器年 26年

27

3婆

瓢5

暮2、

　1
尋81

12

34

139

58

66

27副28年

　　1
　ヨi51

24

162

7i

701

ま0

　9

工56

52

64

　削l　　　l

4351塑1309…

4！ 22

342　　29三

43153

4懸　　420 33王
㎜
3
8
5i344

　　｝

（注）1．

　　2．

別表嚢

資本金は合併後の資本金である。

22年度，23年度および雛年度前（6月壌臓の法改正前）は，認可件
数である。

申小企業組合の設立数推移（月刊申小企業短68年8月号より作成）

東
洋
法
学

＝貰＿　　年度別
　　、＼、＿　　　　24年
　組合数　　＼＼＼、

　　　　　　　　ミ
笹業舗組合li樋
信用協同組合i
火災共済協同組合1

　　　　　　　　イ商　工　組　合i

環境衛生同業組合l
　　　　　　　　i商店街振興纏合i

25年

…蓋3，482

1626

1
1

26年　欝年 器年　29年

獅蘇繭3k繍
即2騨！

　　　l　l

　　　I
　　　！り1

22，287

　38王

　　i5

30年 31年

2a33d2＆43§

　390　405
　　20　　23、

（注）組合数のうち（　）内の数は連合会を示す。

　別表璽　企業組合数の推移（中小企業庁調べ）
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年
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年
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0
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②中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテルには合理化カルテル16件
　を含む。



別表罫1 適用除外法令別カルテル数の推競（独溝禁虚政策20年史より作成）

根　　拠　　法　　令 遮用業種

申小企業麟体の組織に関する法律
　　　　　　　　　　昭和33。4．1施行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工
／隔定勅企業の錠繍望墾墜饒輸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト旧中小企業安定法　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　ィ　　の

＼　　　　　昭和2路聴行挿
機械工業振興臨時描置法
　　　　　　　　　　昭和28、 6．蕊施行

電子工業振興臨時措置法
　　　　　　　　　　昭和32， 6、葺施行

繊維工業設備臨時措置法
　　　　　　　　　　昭和39．欝．

旧繊維工業設備臨時措置法
　　　　　　　　　　昭和31．鎗．

工施行

蓋施行

生糸製造設備臨時措置法
　　　　　　　　　　昭和32． 5．28施行

石炭鉱業合理化臨時措置法
　　　　　　　　　　昭和30． 9．！施行

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
　　　　　　　　　　昭和28，3．工施行

漁業生産調整組合法　昭和36．6．！施行

輸出入取引法 昭和27．9．玉施行
　　（1鷺輸出取引法）

輸出水産業の振興に関する法律
　　　　　　　　　　昭和29．鴛． 施i
肥料懸格安定臨時措置法
　　　　　　　　　　昭和39．8．笈施行

旧硫安工業含理化及び硫安輸出調整臨時措
置法　　　　　　　　昭和堕！9。豊施鴛

内航海運組合法　　　昭和39。

（賑小型船海運組合法昭和32．

8。撫施行

6．1施行）

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する
法律　　　　　　　　昭和32．9．2施行

合 計

合
　
　
　
合

組
　
　
　
組

　
　
　
と

柵
難
　
　
　
　
　
　
　
論
、
纏

鴫
懇
　
　
　
　
　
蕪
翼

特定機械製造業

特定電子工業

特定繊維工業

生糸製造業

石　炭　鉱　業

酒類製造業と酒
類販売業

指　定　漁　業

輸出業者の輸鐵
取引，その他
（小　　　　計）

輸出水産業
…（輸ほ滴國内取引）

硫安製造業
（輸出向蟹内取引）

小型船海運業

2酉

　月
年宋

3
月
末

29

　
年

3
月
末

器
　
年

531 7三

0
0

2

”
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久
》
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①て注y保険陸運関係や協同組合等共同経濟事業にろ蔦そは掲載していない。
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目
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頁
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行

茄
頁
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行
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e

強
化
に
よ
り
、
官
僚
統
制
を
強
化
す
る
途
を

　
　
と
官
僚
統
制
化
の
危
険
性
の

ゆ
　
　
　
ゆ
　
　
　
ゆ
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ
　
　
　
ゆ
　
　
　
の

よ
り
官
僚
統
制
的
且
つ

官
僚
統
制
の
危
険
性
が
あ
り

　
　
　
　
　
の
　
　
　
ゆ

官
僚
統
制
の
強
化

　
　
　
　
　
危
険
性

丸
　
山

稔

72

頁
m
～
B
行
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
り

す
る
経
済
法
制
、
と
り
わ
け
、
中
小
企
業
法
制
は
中
小
企
業
一
般
に
と
っ
て
十
分
な
保
護
法
制
と
し
て
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
ゆ
　
　
　
ゆ
　
　
　
む

能
す
る
に
は
至
ら
ず
、
国
家
権
力
の
監
督
の
強
化
と
官
僚
統
制
の
危
険
性
強
化
を
図
り
な
が
ら
、
支
配
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

資
本
・
大
企
業
の
再
編
成
、
下
請
化
、
系
列
化
の
進
行
に
よ
り
支
配
従
属
関
係
が
形
成
拡
大
さ
れ
て
、
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
。
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鐙
）

奪
機
構
と
し
て
展
開
す
る
た
め
に
機
能
す
る
側
面
が
あ
っ
た
と
評
価
し
て
よ
か
ろ
う
。


